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活用にあたって

理解

① 安全教育で身に付けさせたい資質・能力と安全教育の進め方 ～

計画

② 「安全教育全体計画」「学校安全計画」の策定・共有 ～

実践

③ 教科等横断的な視点を踏まえた安全教育の実施 ～

評価
④ 安全教育の評価と指導の改善 ～

改善

各学校の安全上の課題や児童生
徒の実態に応じて、育成を目指
す児童生徒の資質・能力を明確
にし、目標を設定、安全教育の
基本的な方策等を整理しましょ
う。

学校安全計画

年間計画として
系統的・体系的に整理

指導計画モデル

※学校安全対策課ホームページに、指導資料や教材、実践例等も紹介しています

次年度へ

安全教育全体計画

全教職員で、
育成を目指す児童生徒の
安全に関する資質・能力を、
共通理解しましょう。

児童生徒が自らの命を守るため
に必要な資質・能力の
発達段階ごとの体系表

教職員一人一人が、自身の担当
する学年・教科の内容のみなら
ず、担当学年の他の教科等の安
全に関する内容を把握し、自分
の担当学年・教科の指導を見直
し、効果的な実践にしていきま
しょう。

災害安全（震災） ※小学校・中学校・高等学校ごと

災害安全（気象災害・その他の災害）
※小中高を通じて

交通安全 ※小中高を通じて

生活安全（外傷予防・犯罪被害防止）
※小中高を通じて

児童生徒の意識の変容などの教育課程の実施状況に関する各種データの把握・分析を通じて
安全教育に関する取組状況を把握・検証しましょう。
評価によって得られた情報を活かして次年度の計画を見直すなど、今後の安全教育の改善を
図りましょう。

目標を明確化した教科等横断的な
安全教育の充実のために、学年・
教科間のつながりを意識した指導
をしていきましょう。

全ての児童生徒等に身に付けさ
せたい基本的指導内容

発達段階ごとに
体系的に整理

学校安全の３領域
災害安全
交通安全
生活安全

何ができるようになるか どのように育成するか

共通



【児童生徒等に育成を目指す安全に関する資質・能力の体系表 ～ 】
いかなる状況でも、まず、自分の命を守ることが大前提である。その上で発達段階に

応じて身に付けることをめざす。

「高知県安全教育プログラム」に基づく安全教育の充実のために

Ⅰ 高知県安全教育プログラムに基づく安全教育の展開
安全教育は、児童生徒等が生涯にわたり自らの安全を確保するための基礎的な素養や社会

の安全に貢献することができる資質・能力を育成するものであり、児童生徒等の命を守るう
えで欠かすことのできない重要な教育活動である。また、想定外の事態にも児童生徒等が柔
軟に対応することができるようになるためには、課題を見つけ、地域と連携しながら自ら考
え探究的に学んでいくことが、これまで以上に求められている。安全教育においても「主体
的・対話的で深い学び」が重要である。
本県では、安全教育の指針として、高知県安全教育プログラム（以下「安全教育プログラ

ム」という。）を策定（平成 年３月震災編、平成 年２月気象災害編・交通安全編・生
活安全編）し、これに基づく安全教育を推進している。

１ 高知県安全教育プログラムと防災教育
南海トラフ地震をはじめとして、大雨や台風等による気象災害、交通事故や犯罪被害等の

様々な危険から自らの命を守りきることができるよう、児童生徒等が発達段階に応じて安全
に関する資質・能力を身に付けることができるような安全教育が求められている。
安全教育プログラムでは、総論とともに、震災編、気象災害編、交通安全編、生活安全編

の各章ごとに、「全ての児童生徒等に身に付けさせたい基本的指導事項」を整理し、具体的指
導事例として、１単位時間の展開例（学級活動・ホームルーム活動等）を示している。
【避難訓練・防災の授業】
特に、本県の児童生徒等が必ず経験するといわれている南海トラフ地震や気象災害に備え

た災害安全（防災）については、全ての公立学校において年間３回以上の「避難訓練」の実
施とともに、小学校及び中学校は全学年５時間以上、高等学校は３時間以上、特別支援学校
は児童生徒等の実態に応じて「防災の授業」を年間指導計画に位置付け、全ての児童生徒等
に必要な資質・能力を身に付けさせる「防災の授業」を実施することとしている。

２ 本資料の位置付け
各学校において、様々な手法で安全教育が行われているが、１時間の授業や一つの活動を

実施することが目的となってはいないだろうか。学校全体の目標を踏まえ、児童生徒等にど
のような資質・能力の育成を目指すのか１年間のゴールイメージを明確化し、各学年の計画
に位置付けた実践を行うことが重要である。また、「児童生徒等に何ができるようになったか」
という視点で検証し、内容や方法を見直し、学校安全計画の改善を図ることが重要である。
本資料は、こうした課題意識を踏まえ、安全教育プログラムの趣旨に基づき、学校におけ

る安全教育の更なる質的向上を図るために、安全教育の考え方や具体的内容を次のように整
理している。

○ 震災編、気象災害編、交通安全編、生活安全編の基本的指導事項を基に育成をめざ
す安全に関する資質・能力を発達段階ごとに整理

○ 安全教育全体計画・学校安全計画（年間指導計画）を例示
○ 単元構成による指導計画モデルを例示
○ 安全教育の評価に関する考え方を整理
○ 学習指導要領における「防災を含む安全に関する教育」の内容を掲載

３ 安全教育の目標
安全教育の目標は、「『生きる力』を育む学校での安全教育」（平成 年３月文部科学省）

において次のように記載されている。

４ 各段階における安全教育の目標
（１）小学校

安全に行動することの大切さや、「生活安全」「交通安全」「災害安全」
に関する様々な危険の要因や事故等の防止について理解し、日常生活に
おける安全の状況を判断し進んで安全な行動ができるようにするとと
もに、周りの人の安全にも配慮できるようにする。また、簡単な応急手
当ができるようにする。

（２）中学校
地域の安全上の課題を踏まえ、交通事故や犯罪等の実情、災害発生のメカニズムの基礎

や様々な地域の災害事例、日常の備えや災害時の助け合いの大切さを理解し、日常生活に
おける危険を予測し自他の安全のために主体的に行動できるようにするとともに、地域の
安全にも貢献できるようにする。また、心肺蘇生等の応急手当ができるようにする。

（３）高等学校
安全で安心な社会づくりの意義や、地域の自然環境の特色と自然災害の種類、過去に生

じた規模や頻度等、我が国の様々な安全上の課題を理解し、自他の安全状況を適切に評価
し安全な生活を実現するために適切に意思決定し行動できるようにするとともに、地域社
会の一員として自らの責任ある行動や地域の安全活動への積極的な参加等、安全で安心な
社会づくりに貢献できるようにする。

（４）特別支援学校及び特別支援学級
児童生徒等の障害の状態や特性及び発達の程度等、さらに地域の実態等に応じて、安全

に関する資質・能力を育成することを目指す。

【安全教育の目標】
日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、自他の生命尊重

を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な
社会づくりに参加し貢献できるような資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

○ 様々な自然災害や事件・事故等の危険性、安全で安心な社会づくりの意義を理解し、
安全な生活を実現するために必要な知識や技能を身に付けていること。

（知識・技能）
○ 自らの安全の状況を適切に評価するとともに、必要な情報を収集し、安全な生活を
実現するために何が必要かを考え、適切に意思決定し、行動するために必要な力を身
に付けていること。 （思考力・判断力・表現力等）

○ 安全に関する様々な課題に関心をもち、主体的に自他の安全な生活を実現しようと
したり、安全で安心な社会づくりに貢献しようとしたりする態度を身に付けているこ
と。 （学びに向かう力・人間性等）
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【安全教育と安全管理との関連】

安全教育と安全管理は、密接に関連させて進めていく必要がある。日常生活全般における安全
確保のために必要な事項を実践的に理解し、自他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な
生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるよう、安全
に関する資質・能力を育成することを目指すが、個人の行動だけでは十分な安全を確保すること

は困難である。例えば、生活安全について考えるならば、学校内の施設・設備の安全点検と事後
措置とを関連させた生活や行動に関する指導を関連付けて進めることは日常生活での事故を減ら
すうえで欠かすことができない。また、特に低学年においては、安全についてのきまり・約束事

を設定することは、個人の思考・判断を補う上で効果的である。すなわち、安全管理で身に付け
た力を活用することによって、より安全な環境づくりを推進していくとともに、安全教育で身に
付けた力を活用することによって児童生徒等自身が安全な行動を実践していくことで、学校安全
の効果をより一層高めることが可能となる。

なお、安全教育と安全管理が関連する内容としては、次のような例が考えられる。
○ 安全点検結果に基づく安全管理の評価は、その学校の安全管理及び児童生徒等の安全行

動の実態を表していることから、安全教育の重要な資料として具体的に活用できる。
○ 継続して行う安全管理の評価は、安全教育の成果を表しているという側面もあり、適切
な安全教育が行われることが安全管理の成果をより一層高めていくことになる。

○ 日常の指導では、学校生活の安全管理として把握した児童生徒等の安全に関して望まし

くない行動を取り上げ、適切な行動や実践の方法について考え、進んで安全な行動が実践
できる資質・能力を培うことができる。

「『生きる力』を育む学校での安全教育」（平成 年３月文部科学省）から抜粋

５ 安全教育の位置付けと３つの領域
学校安全の活動は、児童生徒等が自ら安全に行

動したり他の人や社会の安全に貢献したりでき
るようにすることを目指す安全教育と、児童生徒
等を取り巻く環境を安全に整えることを目指す
安全管理、そして両者の活動を円滑に進めるため
の組織活動という３つの主要な活動で構成され
ており、安全教育と安全管理は学校安全の両輪と
して相互に関連付けて組織的に行うことが必要
である。
安全教育の内容は、災害安全、交通安全、生活

安全の３領域について次のように整理される。
災害安全・・・地震・津波災害、気象災害、火山災害、火災、原子力災害等
交通安全・・・様々な交通場面における危険と安全
生活安全・・・日常生活で起こる事件・事故、犯罪被害

これに加え、新たな危機事象として、ＳＮＳなどインターネットを経由したコミュニケー
ションツールの多様化に伴う犯罪被害、弾道ミサイル発射や学校等への犯罪予告等の国民保
護に関する事案等についても対応が求められる。

６ 安全教育で身に付けさせたい資質・能力と教育課程の編成 
本資料では、全ての児童生徒等に身に付けさせたい基本的指導事項について、発達段階ご

との内容を体系的に整理した表をｐ19 以降に掲載している。 
各学校においては、これを参考に、児童生徒等や学校、地域の実態及び児童生徒等の発達

の段階を考慮して育成する資質・能力を明確化し、「何ができるようになるか」という視点で
目標設定し、「どのように育成するか」という視点で安全教育全体計画及び学校安全計画に位
置づけ実践していくことが重要である。 
 
（１）災害安全（震災） ｐ19 

「助かる人、助ける人になるために」 
  震災編では、南海トラフ地震に備えて、災
害発生時のあらゆる場面を想定し、児童生徒
等に身に付けさせたい事項 10 項目について、
発達段階ごとの内容を再整理している。各学
校において、児童生徒等の実態に応じて時期
や方法を考慮しつつ、沿岸部や中山間部を問
わず、全ての学校で指導することが大切であ
る。 

  本資料では、いざという時に適切に判断し
行動できるようにするために、地震の揺れや 
津波の特徴に関する知識をはじめ、自分の住む
地域に想定される災害と被害を回避する方法
などについて正しい理解にもとづき行動でき
るようにすること、つまり自らの安全を確保す
るために必要な知識は小学校段階で身に付け
るように（自助）、小学校高学年から中学校、
高等学校に上がるにつれて家族や周囲の人な
どの他者への意識を持ち、地域や社会とのつな
がりの中での自分の行動を考える（共助）こと
など、発達の段階に応じて系統化している。指導に当たっては、例えば小学校社会科４年
で取り扱う「自然災害から人々を守る活動」（共助・公助）を学ぶことと併せて自らの行動
を考えるようにする（自助）など、各段階における教科等の学習と関連付けて指導するこ
とが有効である。 

  ただ、ここに記載した内容が地震・津波に関する全てではないこと、また、発達段階ご
との整理はあくまで目安として、児童生徒等の状況に応じて、前後の段階の内容を繰り返
し指導することも必要である。 

 
 
 
 
 
 
 （ 小学校 ３年生以上 ） （ 中学校 ） （ 高等学校 ） （ 教職員用 ） 

防災教育副読本・ハンドブック 防災教育教材 

　高知県安全教育プログラム（震災編）の基本的な指導内容

助かる人・助ける人になるために（指導１０項目）

　　備える事前 命を守る発生時 　　暮らしをとりもどす事後

１ 地域に起こる災害を知る

「想定 を知る 」
・ 自分が 住む地 域に発 生する 危険
　　（ 揺れの 強さや 長さ、 30cm の津波 到達の 時間、 最大津 波浸
　　　 水深等 の想定 ）
・過去 の南海 地震 の規模 と被害 の状況
　　 （自分の 住む地 域が過 去に受 けた被 害等 ）
「助か るため に知っ ておく こと」
・津波 は膝下 くらい の高さ でも動 けなく なる
・津波 は繰り 返し長 い時間 （６時 間以上 もある ）押し 寄せる
・津波 は川を さかの ぼる（ 数㎞も 遡上し た例も ある） 　　　
・揺れ が小さ くても 津波が 来るこ ともあ る
「想定 以上の ことも 起こり うるこ と」
・想定 や過去 の経験 にとら われな い

２ 必ず助かるための知恵と備え
「必ず 助かる ために 」
・地域 の津波 避難場 所を知 ってお く
・ 登下校 中や家から の避難 方法（ 避難場 所 と経路 ・危険 箇所等）
・「そ れぞれ が逃げ る」家 族との 約束（ 集合場 所も決 めてお く）
・人が 集まる 場所で は非常 口を必 ず確認 してお く
・海岸 や河口 付近に 行くと きは、 まず高 台への 道を確 認する
・緊急 地震速 報等、 防災に 関する 情報に ついて 知る
・南海 トラフ 地震臨 時情報 が発表 された 時の対 処につ いて知 る
「今す ぐして おくこ と」
・夜間 の地震 発生に 備える
　　（ 枕元に 靴や懐 中電灯 等の必 要な物 を置く 、家具 等が転 倒・
　　　 落下し ない場 所で寝 る）
・家具 等の転 倒 ・落下防 止、ガ ラスの 飛散防 止等 を行う
・ 最小限 の非常 持ち出 し品を準備 する
・家族 との 連絡方 法（災 害用 伝言ダ イヤル 等）を確認 してお く
・水・ 食料等 を備蓄 してお く（最 低３日 分）

３ みんなで助かるための 備え

「災害 時に助 ける人 になる ために 知って おくこ と 】
・地域 の防災 訓練へ の参加
・防災 倉庫の 場所や 中身の 確認（ バール 等の資 機材の 使い方 ）
・心肺 蘇生法 （ AEDを含む ）等の 応急手 当の技 能の習 得
・ボラ ンティ ア活動 への参 加
・学習 したこ との情 報発信 （地域 や近隣 校園へ ）

５ 津波からの迅速な避難
「想定に とらわ れず避 難する 」「 最善を 尽くし て行動 する 」
「率先避 難を行 う 」
「揺れ たら、 とにか く急い で高台 へ」
・自分 で判断 して一 番近く の高い 場所へ 避難す る
・沿岸 地域で は動け るくら いの揺 れにな ったら すぐ避 難を始 める
・強い 揺れ、 長く揺 れたら すぐ避 難する
・避難 したら 警報が 解除さ れるま で戻ら ない

６ いつ、どこにいても自分を守る
「一人 の時で も必ず 助かる ために 」
・指示 を待つ ことな く自分 の判断 で行動 する（ 「落ち てこな い・
　倒れ てこな い・移 動して こない 」場所 に身を 寄せる ）
・屋外 では、 ブロッ ク塀や 建物の 倒壊や 落下物 等、周 囲の状 況に
　特に 注意す る

９ みんなで 生き延びるための
　 知恵と技
　
「今、 自分に できる ことを 」　
・あらゆ る手段 を活用 して 情報収 集・
　伝達 を行う
　　（ 災害用 伝言ダ イヤル 等の活 用）
・避難 生活を 支える （ボラ ンティ ア）
　　物 資の仕 分けや 整理、 運搬
　　避 難所の 清掃
　　情 報の収 集・伝 達に関 する活 動
　　高 齢者や 障害者 などの 手伝い
　　小 さい子 の遊び 相手
　　炊 きだし の手伝 い
　　

10 地域社会の一員とし ての
　　心構え
　
「命を 守る地 域の絆 」
・集団 生活の ルール を身に 付ける
・積極 的に地 域との つなが りを持 つ
・自分 にでき る役割 を考え 実行す る
・家屋 の片付 け等を 手伝う

揺れの後は！

７ 二次災害への対応
「火災 から逃 げる」 「動け るよう になっ たら避 難」
・大声 で知ら せる
・身を 低くし て煙に 注意す る
・延焼 するも ののな い、十 分な広 さのあ る場所 へ避難 する
「土砂 災害等 への注 意」
・崖の 上や下 から離 れ危険 箇所に は近づ かない
・前兆 が見ら れたら 避難す る（避 難情報 や気象 情報に 注意）
・川の 様子（ 水量が 変わる 、水が 濁る等 ）や山 の様子 （山鳴 りや
　ひび 割れ、 小石の 落下等 ）に注 意する
・液状 化、余 震への 注意

８ 助ける人になるための行動
「自分 にでき る『 助ける 』行動」
・ （津波 、火災 の危険 がない 場合） 瓦礫の 下にい る人を 助ける
　手伝 い、大 人を呼 びに行 く等の 自分に できる 行動を する
・可能 な限り 、初期 消火、 けが人 の搬送 、応急 手当等 を行う

４ 揺れから自分を守る

「ぐらっ と 揺れた ら大事 な頭を まず守 る」
・揺れ を感じ たら（ 緊急地 震速報 を受信 したら ）頭を 守る
・「落 ちてこ ない・ 倒れて こない ・移動 してこ ない」 場所に
　身を 寄せる

　

「ぐらっと」きた時！南海トラフ地震を正しく恐れ、ともに立ち向かう！ ともに生きぬく！

　指導内容はあくまで基本的な内容です。学校種や地域
の特徴（地理的条件、ビル等の有無、人口規模等）に応
じて、さらに加える内容を検討する必要があります。
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（２）災害安全（気象災害・その他の災害） ｐ21 
  「知る・備える・行動する」 

気象災害は大雨や台風、突風や雷、降雪
など気象現象によって引き起こされる災害
を対象としている。 

本県は、毎年発生する大雨や台風によっ
てこれまで幾度となく被害を受けてきてお
り、気象災害は最も身近な自然災害である。 

大雨や台風など気象現象そのものを避け
ることはできなくとも、事前に随時発表さ
れる気象情報等を正しく入手し、適切に行
動（早期に避難）することにより被害を軽
減することが可能である。 

こうしたことから、【気象災害】と合わせ
て【その他の災害】を追記し、地震・津波編
と合わせて災害安全分野の充実を図るとと
もに、発達段階ごとの内容を整理した。 

 
【気象災害】 
  ○大雨・台風による災害 ○土砂災害  

○突風・雷による災害 ○大雪による災害 
「知る・備える」 

・気象現象と災害の特徴（河川の氾濫、土砂災害、落雷・竜巻等）や気象情報の 
意味の正しい理解 

・自分の住む地域の災害リスクと避難場所・避難経路の把握 
「行動する」 

・気象台（気象警報等の防災気象情報）や県（土砂災害警戒情報）及び市町村（避
難指示（警戒レベル４等））から発表される正確な情報の積極的入手と、適切な行
動（早めの避難） 

 
【その他の災害】 

○火災 ○国民保護（弾道ミサイル等） 
    ・火災発生時の対処方法と避難 
    ・弾道ミサイル発射に係る警報（J－アラート）の意味と対応方法 
 
 

気象災害の指導に際しては、発達段階ごとの一覧表を参考に、理科や社会科、体育科・
保健体育科等の各学年の内容と関連付けた指導が必要である。 

例えば、中学校理科では、天気の変化や日本の気象と気象災害を関連付けて学習するこ
と等が位置づけられている。天気図の見方や気象現象に関する知識は、児童生徒が気象情
報や地域の防災情報に触れた際に知識を駆使して避難を考えることができるように、実生
活で活用できる知識となるような教科の学びが重要である。 

具体的には「タイムラインづくり」なども効果的な学習である。 

高知県安全教育プログラム（気象災害編）の基本的な指導内容

気象災害時の安全（知る・備える・行動する）

　指導内容はあくまで基本的な内容です。どこにいてもどのような気象災害にも対応
できるよう、平野部や山間部、沿岸部を問わず、全ての学校で指導する必要がありま
す。また、学校種や地域の特徴（気候特性、地理的条件）に応じて、さらに内容を加
える必要があります。

　　　　　　　　　　　行動する　

「大雨をもたらす気象現象」

　　・発達した積乱雲により、「局地的大雨」となる場合がある

　　・「台風」は、激しい暴風雨をもたらす （長時間続く場合もある）

「大雨や台風による災害」

　　・河川の急な増水、河川の氾濫による洪水、道路や家屋の浸水

　　・台風による高波、高潮、暴風

「高知県で過去に発生した主な災害」

　　・過去に高知県で起こった台風や豪雨等の災害を知る

「日頃からの備え」

　　・非常用品の準備（懐中電灯と電池、ラジオ、食料、水等の確保）

　　・ハザードマップ等で、地域の災害リスクや避難場所を家族全員で　

　　 確認して おく

「大雪から身を守る」

　　・気象情報を活用して積雪や凍結を予見し、転倒しにくい歩き方や車の動

　　　きに注意する

　　・急な斜面、雪崩が発生しやすい場所には近づかない

　　・雪崩の前兆を知り、速やかに避難する

「大雪による災害」

　　・高知県での積雪による危険

　　・積雪、路面の凍結等による交通事故の発生

　　・斜面に積もった雪が滑り落ちる雪崩の危険

「情報の収集と適切な避難」

　　・ 屋外活動の前に、天気予報や雷注意報、ナウキャスト等の気象情報を

　　　確認する

「竜巻等の突風から身を守る」

　　・竜巻注意情報が発表された場合は空の様子に注意し、積乱雲が近づく

　　　兆しがあればすぐに避難する

　　・頑丈な建物の中に避難する（できない場合は、物陰やくぼみに身を伏せる）

　　・家の中心部に近い窓のない部屋に移動し、窓や壁から離れる

　　　 （窓、雨戸、カーテンを閉め、頑丈な机の下に入り頭と首を守る）

「雷から身を守る」

　　・ 雷鳴が聞こえたら、建物や自動車等の中へすぐに避難する

　　・木や電柱からは４ 以上離れる（側撃雷の恐れがある）

　　・避難する場所がない場合は、姿勢を低くする

「土砂災害から身を守る」

　　・土砂災害の前兆現象がみられたら ､すぐに避難 する（近所や役場への通報）

　　・雨量や大雨警報、土砂災害警戒情報に注意し、早めに安全な場所へ

　　　避難する

「災害の前兆を知る」

　　・河川の増水に注意し、すぐに水辺から離れる

　　　 （ダムの放流警報、川の状態の異変に注意）

　　・平地では晴れていても、上流の大雨による急な増水もある

「情報の収集と適切な避難」

　　・注意報・警報・特別警報の意味を正しく理解し、適切に避難する

　　・避難指示（警戒レベル４）があった場合は、慌てず速やかに避難する（忘れ

　　　物をしても戻らない） 外へ出ることが危険な場合は、家の２階等少しでも安

　　　全な場所へ避難する

　　・台風が遠くても、高波や高潮に備え、海での活動は控える

　　　　　　　　　知る ・ 備える

　　　　

「大雨や台風、地震による土砂災害」

　　・土砂災害（がけ崩れ、地すべり、土石流）の特徴

　　・自分が住む地域に発生する危険

　　　 （土砂災害危険箇所マップで確認）

「高知県で過去に発生した主な土砂災害」

　　・過去に高知県で起こった土砂災害を知る

「竜巻や雷の発生」

　　・発達した積乱雲の下で「竜巻等の激しい突風」や「雷」が発生する

「竜巻による災害」

　　・竜巻等の激しい突風は、季節を問わず全国各地で発生する

　　・激しい突風により建物 の倒壊 、屋根瓦やテント等の飛散、電柱や

　　　樹木・遊具等の倒壊、飛来物の衝突等の危険がある

「雷による災害」

　　・雷は周りより高い所に落ちやすい（周囲が開けた場所は危険）

　　・木や電柱等落雷を受けた物体から放電を受けることがある

　　　（側撃雷）

突
風
・
雷
に
よ
る
被
害

大
雪
に
よ
る

被
害
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砂
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害
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雨
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よ
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（３）交通安全  ｐ23 
  「とまる みる たしかめる」の安全行動ができるようになる 
    ～被害者にも加害者にもならない～ 

安全な交通行動の基本は、道路交通法の遵
守はもとより、歩行・自転車・二輪車・自動
車等、交通手段に関わらず、一時停止・前後
左右を確認して発進することである。こうし
たことを踏まえて、本プログラムでは、交通
安全意識を醸成し、基本的な交通ルールを理
解し自分自身の交通行動を律することができ
るような児童生徒等の育成を目指して「とま
る みる たしかめる」をキーワードに、「交
通行動の基本」「交通状況への適応力」「地域
の安全への貢献と責任」の３つの観点で基本
的指導事項を発達段階ごとに整理している。 
児童生徒の発達段階や心理状況によっては、

ルールを理解していても、行動が伴わないこ
とも少なくないことから、「ルールを遵守する
ことは自分の命を守るために必要」として自
らの交通行動を律することができるよう、交
通安全意識を醸成していくことが重要である。 
横断歩道は勿論のこと、どのような場面で

も道路を横断する際には、「必ず一旦停止し、
左右を確認して渡る」ことが事故を防止する基本的な行動として、小学校１年生から習慣
として必ず身に付けるようにする。その際、例えば「とまる」「横断歩道を渡る際に手を上
げる」などの行動はなぜ必要なのか、意味を理解することが最も重要である。 
また、交通安全は、安全教育の各分野の中でも、教育課程の中で最も系統的に位置づけ

られている。学習指導要領においては、小学校体育科「保健領域 第５学年」、中学校「保
健分野 第２学年」、高等学校科目「保健」において、傷害の防止という観点で、傷害が発
生する要因として交通事故を取り上げ、交通事故の防止について学習することとなってい
る。（詳細はｐ14を参照） 

 
【交通安全教室の効果的な実施】 

各学校で実施されている交通安全教室は、歩行をはじめ、自転車、原動機付自転車に実
際に乗車し、安全な交通行動を体験する実践的な指導が行われているが、年１回程度の教
室だけでは十分な交通安全教育とはなり得ない。例えば、この行事の前後に道路の横断時、
自転車で通行時等日常の交通場面における危険予測の学習等により、交差点や横断歩道を
通行する際には必ず一時停止して左右を確認すること、横断中にも周囲の状況に気をつけ
ながら渡ることの重要性を理解しておくことと、実技を通して交通場面で実践し自らの交
通行動への気付きを促すこと、事後学習で自分の行動を振り返り改善点を考えることなど
の学習を連動させることなどが効果的である。 

 
 

（４）生活安全  ｐ25 
  外傷予防と犯罪被害防止 

生活安全については、日常生活におけるケ
ガや事故の防止、登下校時や様々な場面で発
生する犯罪被害を対象として、「外傷から身を
守る」「犯罪から身を守る」の２つの観点で基
本的指導事項を整理している。 
近年インターネットを媒介とした様々な犯

罪被害や意図せず犯罪を助長してしまってい
る事例も発生していることから、発達段階に
応じたＳＮＳ等の適切な利用や性犯罪被害防
止の観点から、様々な誘惑や自分自身の安易
な行動に潜む危険性を認識し、「危険に近付か
ない」など、自らの行動を律することができ
るようにする安全教育が求められる。 

 

【外傷から身を守る】 
  日常生活で発生する様々なけがや熱中症、
川や海、池等での水難事故等、様々な事故は、
発生の要因や自身の生活習慣や行動に気を
付けることで防止できることを理解すると
ともに、安全を優先した行動選択ができるよ
うにすること。また、事故に遭遇した際の応
急手当等の知識と技能を発達段階に応じて
身に付けておくことが重要である。 

 
【犯罪から身を守る】 
  通学路の危険と安全な登下校の仕方、誘拐や暴行・傷害などの犯罪に対する適切な行動
の仕方、インターネットを介した犯罪被害とスマートフォンやＳＮＳの適切な利用の仕方
等を発達段階に応じて理解し、安全な行動選択ができるようにすることが重要である。 
また、登下校の安全を見守ってくれる地域の方々や消防署・警察署など関係機関の働き

等によって自分たちの安全が守られていることなどを理解することも重要である。その際、
例えば小学校において、地域の方々や保護者と一緒に地域安全マップづくりの活動を通し
て、地域の危険な場所（誰もが入りやすくて見えにくい場所）や危険を感じた時に避難す
る場所（「子ども 110 番の家」等）を確認するとともに、各自の登下校のルートを確かめ
たりすることは最も重要な活動である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
【応急手当と心肺蘇生法】 

応急手当については、体育科・保健体育科「保健」において、発達段階に応じて系統的
に位置付けられている。ＡＥＤの使用を含めた心肺蘇生法については、中学校から「実習
を行うものとする」とされ、高等学校卒業までに実技も含めて学ぶこととなっており、社
会に出るまでにできるようになることが望まれる。小学校では、ＡＥＤがどのような場面
で使用されるか、ＡＥＤが校内のどこに設置されているかを知っておくことが重要である。 
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Ⅱ 安全教育の実際 
学校における安全教育は、児童生徒等が安全に関する資質・能力を教科等横断的な視点で

確実に育むことができるよう、自助、共助、公助の視点を適切に取り入れながら、地域の特
性や児童生徒等の実情に応じて、各教科等の安全に関する内容のつながりを整理し教育課程
を編成することが重要である。具体的には、安全教育の目標を明確化し、各教科等において
年間を通じて指導すべき内容を整理して、安全教育全体計画・学校安全計画に位置付け、系
統的・体系的な安全教育を計画的に実施することが求められる。その際、家庭や地域社会と
の連携及び校種間の連携にも考慮することが重要である。 
また、児童生徒等の意識の変容などの教育課程の実施状況に関する各種データの把握・分

析を通じて、安全教育に関する取組状況を把握・検証し、その結果を教育課程の改善につな
げていくなど、カリキュラム・マネジメントの確立を通じて地域の特性や児童生徒等の実情
に応じた安全教育を推進することが求められる。 
 
１ 学校教育活動全体を通じた計画的な指導 
（１）安全教育全体計画・学校安全計画に基づく計画的な安全教育の実施 

学校における安全教育は、学校の教育活動全体を通じて行われるものである。 
安全教育の目標を実現するため、各学校で児童生徒等に育成を目指す安全に関する資

質・能力を明らかにし、様々な機会における指導を密接に関連付けながら安全教育全体計
画・学校安全計画に位置付け、教職員の共通理解を図ると 
ともに、地域の関係機関・団体等を含めた協力体制を整備し、
意図的、計画的に推進する必要がある。 
なお、朝の会、帰りの会などの短時間での指導や休み時間

など、その場に応じた適切な指導にも配慮し、計画的な指導
と関連付けることも大切である。 
 

【安全教育全体計画】 
安全教育全体計画は、学校における安全教育の基本的な考

え方とともに、各学校で安全教育の目標を設定し、学校の全
教育活動を通じて目標を実現するための方策等を体系的に
示した計画である。 
 

【学校安全計画】 
  学校安全計画は、学校保健安全法第 27 条に
おいて、「児童生徒等の安全の確保を図るため、
当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒
等に対する通学を含めた学校生活その他の日常
生活における安全に関する指導、職員の研修そ
の他学校における安全に関する事項について計
画を策定し、これを実施しなければならない。」
とされている。 
各学校において、安全教育の方針に基づき、

安全点検や各種訓練等の安全管理の計画や教職員の研修、保護者や地域、関係機関等と連
携した各活動等と関連付けて年間の指導計画として策定するものである。 

特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導、安全に関する指導及
び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育科、家庭科及び特別活動の時間
はもとより、各教科、道徳科、外国語活動及び総合的な学習の時間などにおいてもそれ
ぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また、それらの指導を通して、家庭や
地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実
践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配
慮すること。                （第１章 総則 第１ ２（３）） 

上記の安全教育全体計画の方針に基づき、各教科等の指導内容を踏まえ、１年間の流れ
や、各学年間のつながりを考慮し、教科等横断的な視点で系統性・整合性を検討して年間
指導計画を作成し実践していくことが重要である。その際、教職員一人一人が、自身の担
当する学年・教科の内容のみならず、担当学年の他の教科等の安全に関する内容や他学年
の内容を把握し、自分の担当学年・教科の指導を見直すとともに、教職員間の情報共有や
効果的な実践にしていくことが求められる。 
また、安全教育の効果を高めるためには、危険予測の演習、視聴覚教材や資料の活用、

地域や校内の安全マップづくり、学外の専門家による指導、避難訓練や応急手当のような
実習、誘拐や傷害などの犯罪から身を守るためにロールプレイングを導入することなど、
様々な手法を適宜取り入れ、児童生徒等が安全上の課題について、自ら考え主体的な行動
につながるような工夫が必要である。さらに、校内における安全教育と家庭や地域社会に
おける活動等との関連も欠くことができないものである。こうした安全教育の実践方法も
含め全体を俯瞰して検討するためにも学校安全計画を全教職員が把握しておくことが重要
である。 

 

２ 学習指導要領における安全教育の位置付け 
小学校学習指導要領（平成 29 年文部科学省告示第 63 号）において、次のように規定さ

れている。 

 
 ※中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）、高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示）、特

別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成29年4月告示）、特別支援学校高等部学習指導要
領（平成 31年 2月告示）にも同様に安全教育について規定されている。 

 
安全に関する指導については、体育科・保健体育科、技術・家庭科及び特別活動の時間は

もとより、各教科、道徳科及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて
適切に行うよう努めることとしている。特に、様々な自然災害の発生や、情報化やグローバ
ル化等の社会の変化に伴い児童生徒等を取り巻く安全に関する環境も変化していることから、
身の回りの生活における安全、交通安全、防災に関する指導や、情報技術の進展に伴う新た
な事件・事故防止、国民保護等の非常時の対応等の新たな安全上の課題に関する指導を一層
重視し、安全に関する情報を正しく判断し、安全のための行動に結び付けるようにすること
が重要であるとしている。その際、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動
の質の向上を図っていくこと（カリキュラム・マネジメント）に努めることが重要である。 
このように、安全教育は、教科等横断的な視点で学校における教育活動全体を通じて行わ

れなければならない。 
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【「防災を含む安全に関する教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容）」】 
小学校、中学校学習指導要領における「防災を含む安全に関する教育」について、育成

を目指す資質・能力に関連する各教科等の内容のうち、主要なものを抜粋し通覧性を重視
して作成した表が「防災を含む安全に関する教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的
な教育内容）」として、小学校学習指導要領解説総則編の付録（中学校も同様に記載）に
掲載されている。 

「『生きる力』を育む学校での安全教育」（平成31年 3月 文部科学省）にも高等学校、
特別支援学校の内容を追記して掲載されており、その内容を本資料ｐ63 から掲載してい
る。 

 
このうち、各教科等における具体的な記述例の主なものは次のとおりである。 

 
（１）小学校 

体育科では、例えば、第５学年の保健領域において、「けがの防止」として、「交通事故
や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止」「けがの手当」を取り上げ、け
がの発生要因や防止の方法、簡単な応急手当等について学習することとされている。 
社会科では、例えば、第３学年で「地域の安全を守る働き」、第４学年で「人々の健康や

生活環境を支える事業」「自然災害から人々を守る活動」、第５学年で「我が国の国土の自
然環境と国民生活との関連」、第６学年で「国や地方公共団体の政治」等について学習する
こととされている。 
理科では、例えば、第４学年「Ｂ（３）雨水の行方と地面の様子」、第５学年「Ｂ（３）

流れる水の働きと土地の変化」「Ｂ（４）天気の変化」、第６学年「Ｂ（４）土地のつくり
と変化」等について学習することとされている。 
特別活動では、例えば、「〔学級活動〕（２）ウ 心身共に健康で安全な生活態度の形成」

で「現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から
身を守り安全に行動すること」「〔学校行事〕（３）健康安全・体育的行事」で「事件や事故、
災害等から身を守る安全な行動や規律ある集団行動の体得」等について学習することとさ
れている。 

 
（２）中学校 

保健体育科では、例えば第２学年の保健分野において「傷害の防止」として、「交通事故
や自然災害などによる傷害の発生要因」「交通事故などによる傷害の防止」「自然災害によ
る傷害防止」「応急手当の意義実際」を学習することとされている。 
社会科では、例えば、地理的分野において、「日本の地形や気候の特色、海洋に囲まれた

日本の国土の特色、自然災害と防災への取組などを基に、日本の自然環境に関する特色を
理解すること」とされている。また、公民的分野において、現代日本の特徴として、「情報
化」を学習する際に、「防災情報の発信・活用などの具体的事例を取り上げること」が例示
されている。 
理科では、例えば、第２分野において、「大地の成り立ちと変化」で「自然の恵みと火山

災害・地震災害」を、「気象とその変化」で「自然の恵みと気象災害」等を学習することと
されている。 

技術・家庭科では、例えば、技術分野において、「電気機器や屋内配線等の生活の中で使
用する製品やシステムの安全な使用についても扱う」こととされている。また、家庭分野
において、「自然災害に備えた住空間の整え方についても扱う」こととされている。 
特別活動では、例えば、「〔学級活動〕(２）エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣

の形成」で「事件や事故、災害等から身を守り安全に行動すること」「〔学校行事〕（３）健
康安全・体育的行事」で「事件や事故、災害等から身を守る安全な行動や規律ある集団行
動の体得」等について学習することとされている。 

 
（３）高等学校 

保健体育科では、例えば、科目「保健」においては、「（２）安全な社会生活」として、
「安全な社会づくり」「応急手当」を学習することとされている。 
地理歴史科の「地理総合」では、例えば、「Ｃ（１）自然環境と防災」において、「地域

の自然環境の特色と自然災害への備えや対応との関わりとともに、自然災害の規模や頻度、
地域性を踏まえた備えや対応の重要性などについて理解する」ことや、「地域性を踏まえた
防災」について、「自然災害への備えや対応などを多面的・多角的に考察し、表現する」こ
ととされている。 
理科の「地学基礎」では、例えば、「地球のすがた」において、「火山活動と地震の発生

の仕組みをプレートの運動と関連付けて理解する」こと、「変動する地球」において、「日
本の自然環境を理解し、それらがもたらす恩恵や災害など自然環境と人間生活との関わり
について認識する」こととされている。 
家庭科の「家庭基礎」では、例えば、「Ｂ（３）住生活と住環境」において、「防災など

の安全や環境に配慮した住居の機能について理解する」ことや、「防災などの安全や環境に
配慮した住生活や住環境を工夫する」こととされている。 
特別活動では、「〔ホームルーム活動〕（２）日常の生活や学習ヘの適応と自己の成長及び

健康安全」において、「事件や事故、災害等から身を守り安全に行動する」こと、「〔学校行
事〕（３）健康安全・体育的行事」において、「事件や事故、災害等から身を守る安全な行
動や規律ある集団行動の体得」等について学ぶこととされている。 

 
（４）特別支援学校 

児童生徒等の安全に留意するためには、まず一人一人の障害の状態を適切に把握するこ
とが必要であり、それには、学級担任や養護教諭をはじめとして、児童生徒等に日常的に
接する教職員の継続的な観察と情報交換が必要である。また、安全教育を効果的に進める
ためには、各教科及び学級活動（ホームルーム活動）、自立活動においてはもちろん、教育
活動全体を通じて、組織的、計画的な取組が必要であり、校内外の専門家との連携を図る
など、安全教育を推進する体制づくりが必要である。 
特別支援学校独自の教科における指導としては、知的障害者である児童生徒等に対する

教育を行う特別支援学校小学部の生活科において、１段階「身の回りの安全に気付き、教
師と一緒に安全な生活に取り組もうとすること」「安全に関わる初歩的な知識や技能を身に
付けること」、２段階「身近な生活の安全に関心をもち、教師の援助を求めながら、安全な
生活に取り組もうとすること」「安全や防災に関わる基礎的な知識や技能を身に付けるこ
と」、３段階「日常生活の安全や防災に関心をもち、安全な生活をするよう心掛けること」
「安全や防災に関わる知識や技能を身に付けること」が示されている。 
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実際の指導では、「危険防止」や「交通安全」「避難訓練」などを取り扱い、「危険防止」
については、危ないことや危険な場所について知るとともに、場所や状況に応じて、自分
自身を守れるように適切な行動をとること、道具の正しい使い方を知ることなどが指導内
容となる。指導に当たっては、日常の実際の生活の中で、危険な場所や状況に近付かない
ことや回避することなどをきめ細かく指導することが大切である。「交通安全」については、
安全に気を付けながら道路を横断すること、信号や標識の意味を知って守ることなどが指
導内容となる。指導に当たっては、交通安全は日常の社会生活を送る上での基本的な事項
であり、直接、生命に関わることであるため、児童の実態を的確に把握し、登下校の場だ
けでなく、その状況に合わせて指導する必要がある。そのほか、避難訓練の重要性を知る
とともに、教師等の指示に従って避難することなどを身に付けて、災害時に適切な行動が
できるようにすることなども取り扱う必要がある。 
中学部保健体育科では、目標に「自分の生活における健康・安全について理解するとと

もに、基本的な技能を身に付けるようにする」「健康・安全についての自分の課題を見付け、 
その解決に向けて自ら思考し判断するとともに、他者に伝える力を養う」ことが位置付け
られている。 

 
３ 指導の実際  
（１）避難訓練の改善 
  消防法や学校保健安全法に位置付けられている避難訓練は、各学校の危険等発生時対処

要領（危機管理マニュアル）に基づき、避難経路や避難方法等の対応を確認し、検討・改
善するために実施する教職員の活動である。 
一方、特別活動における学校行事等に位

置付けた実践的な教育活動として、防災や
防犯の視点で実施されている。 
こうした避難訓練は、近年、緊急地震速

報の報知音等を活用し、例えば昼休みや清
掃活動等の様々な時間に児童生徒等に予告
なしで実施するなど、改善が図られている。
一方で、依然として放送や教員の指示で「机
の下にもぐる」「屋外へ避難」等を促す訓練
にとどまっている学校も見られ、「真剣さを
欠く」という生徒自身の声も聞かれるとこ
ろである。教職員で避難訓練の意義や目的を明確化し、訓練の事前・事後指導や日常の防
災学習と関連付け、災害リスクを踏まえた実践的・効果的な避難訓練の実施が求められる。 
また、避難訓練を、「それまでの安全教育で身に付けた知識・技能を生かして自らの判断

で行動できるか」という視点で実施することは、安全教育の充実を図るうえで非常に効果
的である。例えば、前述のように緊急地震速報を活用した予告なし訓練の実施に際しては、
事前や事後に次のような学習とセットで実施することが考えられる。 

○地震が発生した際の危険を考える（映像資料等をもとに具体的にイメージ） 
○校内の様々な場所で発生する危険を予測する 
○揺れから身を守る行動を考える（様々な物が「落ちてこない」「倒れてこない」「移

動してこない」場所で頭を守る 
 

こうした訓練は、短時間で実施できるため、全ての学校で年間１度は事前、事後指導と
併せて効果的に取り入れることが望まれる。 
その際、「教職員の行動を確認する避難訓練」と「安全教育の視点での訓練」とを、目的

を明確にして実施することが重要である。 
 

（２）教科等における系統的な指導 
【交通安全の例】 

交通安全については、従前から体育科・保健体育科「保健」の中で系統的に位置づけら
れている。 
小学校「保健領域 第５学年」では、交通事故や身の回りの生活の危険などを取り上げ、

けがの起こり方とその防止、けがの悪化を防ぐための簡単な手当などの知識及びけがの手
当の技能と、けがの防止に関する課題を解決するための思考力、判断力、表現力等などを
中心として構成されている。 
中学校「保健分野 第２学年」では、交通事故や自然災害などによる傷害は人的要因、

環境要因及びその相互の関わりによって発生すること、交通事故などの傷害の多くはこれ
らの要因に対する適切な対策を行うことによって防止できること、また、自然災害による
傷害の多くは災害に備えておくこと、災害発生時及び発生後に周囲の状況に応じて安全に
行動すること、災害情報を把握することで防止できること、及び迅速かつ適切な応急手当
は傷害の悪化を防止することができることなどの知識及び応急手当の技能と、傷害の防止
に関する課題を解決するための思考力、判断力、表現力等を中心として構成されている。 
高等学校「科目保健」では、様々な事故等の発生には人的要因や環境要因が関わること、

交通事故などの事故の防止には、周囲の環境などの把握や適切な行動が必要であること、
安全な社会の形成には、個人の安全に関する資質の形成、環境の整備、地域の連携などが
必要であること、また、個人が心肺蘇生法を含む応急手当の技能を身に付けることに加え、
社会における救急体制の整備を進める必要があることなどを中心に構成されている。 

 

（３）特別活動における指導 
特別活動は、「集団や社会の形成者としての見方・考え方」を働かせながら「様々な集団

活動に自主的、実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活
上の課題を解決する」ことを通して、資質・能力を育むことを目指す教育活動である。 
特別活動では、各教科等で育成した資質・能力を、集団や自己の生活上の課題の解決に

向けた実践の中で活用することにより、実生活や実社会で活用できるものにする役割を果
たすものである。例えば「防災」に関しては、社会科で地域の地形の特徴や過去の自然災
害について学び、理科で自然災害につながる自然の事物・現象の働きや規則性などを学ん
だりしたことを生かしながら災害に対してどのように身を守ったらよいのか、実際に訓練
しながら学ぶ。こうしたことを通して、各教科等で学んだ知識や技能などの資質・能力が、
実生活において活用可能なものとなっていく。安全教育についても、各教科等の特質に応
じて育まれた資質・能力を、実践的な集団活動を通して、統合的で汎用的な力に変え、実
生活や実社会で活用できるようにすることが求められる。 
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【学級活動（ホームルーム活動）における安全に関する指導】 
学級活動（ホームルーム活動）における安全に関する指導については、（２）日常の生活

や学習への適応と自己の成長及び健康安全において、次のように示されている。 
小学校  ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成 

現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、
災害等から身を守り安全に行動すること。 

中学校  エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成 
節度ある生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進
することや、事件や事故、災害等から身を守り安全に行動すること。 

高等学校 オ 生命の尊重と心身ともに健康で安全な生活態度や規律ある習慣の確立 
節度ある健全な生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保
持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全に行動するこ
と。 

（小学校） 
小学校においては、学級・学校生活における安全に関する問題に自ら気付き、必要な情

報を進んで収集し、よりよい解決方法を考えて、安全を保持増進するために的確な意思決
定や行動選択を行うなどの活動が中心となる。 
こうした活動において育成を目指す資質・能力については、例えば、防災を含め、日常

及び災害時の安全確保には正しい知識が大切であることを理解することなどが考えられる。 
安全に関する指導としては、防犯を含めた身の回りの安全、交通安全、防災など、自分

や他の生命を尊重し、危険を予測し、事前に備えるなど日常生活を安全に保つために必要
な事柄を理解する内容が挙げられるほか、進んできまりを守り、危険を回避し、安全に行
動できる能力や態度を育成するなどの内容が考えられる。 
なお、安全に関する指導については、関係団体や外部講師等の協力を得て実施される健

康教室、防災教室、交通安全教室、避難訓練などの学校行事と関連付けて指導を行うこと
が重要である。また、防犯や交通安全、防災の指導を行うに当たっては、保護者や地域と
連携するなどして作成した安全マップを活用するなど、日常生活で具体的な実践ができる
よう工夫することが大切である。 

 
（中学校） 

中学校においては、安全に関する問題を把握し、必要な情報を適切に収集し、課題解決
や安全の保持増進に向けた意思決定とそれに基づく実践などの活動が中心となる。 
こうした活動において育成を目指す資質・能力としては、例えば、日常及び災害時の安

全確保に向けた正しい情報の収集と理解ができるようになることや安全に配慮した的確な
行動がとれるようになること、状況に応じて自他の安全を確保する態度を育てることなど
が考えられる。 
具体的な活動の工夫としては、防犯を含めた生活安全や自転車運転時の交通安全に関す

ること、種々の災害時の安全に関すること等の題材を設定し、事故発生状況や危険箇所の
調査結果を基にした話し合い、危険を感じた体験に基づく感想や発表、安全マップの作成、
実技を通した学習、ロールプレイングなど様々な方法が考えられる。防災に関しては地域
の地理、自然の特性など地域に関して教科等横断的に学ぶ中でその意識を高めていくこと、
安全に関しては、日常生活に潜む様々な危険を予測したり、問題解決の方法を話し合った
りすることで、生活を安全に保つために必要な事柄の理解を深める活動が考えられる。 

高知県安全教育プログラムでは、震災編、気象災害編、交通安全編、生活安全編の具
体的な指導事例として、学級活動（ホームルーム活動）の時間の展開例を掲載している。 

（高等学校） 
高等学校においては、中学校と同様に、安全に関する問題を把握し、必要な情報を適切

に収集し、課題解決や安全の保持増進に向けた意思決定とそれに基づく実践などの活動が
中心となる。 
こうした活動において育成を目指す資質・能力としては、日常及び災害時の安全確保に

向けた正しい情報の収集と理解ができるようになることや安全に配慮した的確な行動がと
れるようになること、状況に応じて自他の安全を確保する態度を育てることなどが考えら
れる。 
具体的な活動の工夫としては、中学校において記載した指導上の工夫に加え、地域の安

全や防災に関わる活動において、既に高校生が力を発揮している事例を取り上げることも
有効である。 

 
（４）総合的な学習の時間 

総合的な学習の時間において、例
えば、「地域の防災」をテーマとし
た探究的な学習の一環として「防災
マップ」をつくることがある。その
際、教科等と関連付けて次のような
流れが考えられる。 
第５学年では理科「流れる水のは

たらきと土地の変化」で雨の降り方
によって流れる水の働きと土地の
変化との関係について学習したこ
とをきっかけに地域の土砂災害の
危険を調べてマップにまとめる。理
科の学習で、簡易な実験器具を活用して流水の作用を調べる。総合的な学習の時間では、
地域の地質の状況を地質学の専門家とともに調査し、フィールドワークで気づいた地域の
土砂災害の危険等をマップにまとめる。そして、調べたことを他学年、保護者や地域の方
に伝える。こうした一連の活動を通して、児童が探究的な学び方を身に付けるとともに、
学んだことを他者に伝えることを通してより深い理解につなげることも可能である。 

 

４ 目標設定と指導計画モデル 
安全教育は、様々な教科等に位置付けられた内容を有機的に関連付けた指導が重要である。 

そのためには、防災を含む安全に関する内容について、教科等における位置付けや具体的な
学習内容など、状況を確実に把握し、安全に関する指導として、学校安全計画に適切に位置
付けるなど、全教職員が理解しておく必要がある。 
 以上のように、目標を明確化した教科等横断的な安全教育の充実のために、これまで述べ
てきたような、学年・教科間のつながりを意識した指導計画をパッケージ化した例を p45 か
ら掲載している。 
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 この事例については、震災編では、例えば小学校第２学年における「校区探検に行こう ～
地震や津波から自分を守ろう～」をテーマとして生活科と学級活動を関連付けた例など、学
年ごとの計画を掲載している。 
気象災害編、交通安全編、生活安全編については、小学校から高等学校までを１枚にまと

め、各教科等における具体的な内容を記載するとともに全体のつながりが見えるように例示
している。 

こうした事例を参考に、各学校において、目標を明確化した年間指導計画を検討すること
で、安全教育の質的向上を図ることが望まれる。 
 
 
Ⅲ 安全教育の評価と指導の改善 
１ 安全教育における評価 

安全教育において評価を行うことは、安全教育の目標がどの程度達成されたか、その状況
を知るとともに、教育内容や方法における問題点を明らかにし、よりよい教育内容・方法を
作り上げていく上で非常に重要である。カリキュラム・マネジメントの一環として、安全教
育において児童生徒等の意識の変容などの教育課程の実施状況に関する各種データの把握・
分析を通じて、安全教育に関する取組状況を把握・検証し、その結果を教育課程の改善につ
なげていくことが求められている。 

安全教育の評価においては、ややもすると事故の発生件数のみによって、その成果を測定
しがちである。しかし、事故は危険な状況や行動の一部が結果として現れたものである。児
童徒等は、安全教育を通じて安全に関する望ましい資質・能力を身に付け、その行動の結果
として事故等の発生が防止できる。したがって、安全教育の評価においては、多様な側面か
ら評価を行うことが重要である。例えば、安全に関する知識・技能、態度等は、安全教育を
評価する上で基本的かつ重要な内容である。また、児童生徒等の行動が事故防止に直接つな
がることが期待できる。これらは、現在の生活における安全行動を反映するとともに、将来
の生活においても重要な意味をもつ。そして、評価によって得られた情報は、今後の安全教
育を改善するうえで貴重な資料となる。 
 
また、学校安全計画に盛り込まれたことが 
 
○ 適切に実施されていたか 
○ 内容や方法が適切であったか 
○ 指導体制が確立していたか 
○ 日程や時間に問題がなかったか 
○ 活用した資料等の教材や講師等の人的資源は有効であったか 
○ 安全教育に関する活動の連携が図れていたか 

 
などは、学校安全計画の検証・改善の視点として非常に重要である。 
 

こうした視点をもって、次の「２ 安全教育の評価の方法」で説明するように、児童生徒
等の状況、事故等に関する客観的数値と実際の取組を合わせ検証し、次年度の計画を作成し
必要な資源の確保を図ることが安全教育の質的向上の観点からも非常に重要である。 
 

２ 安全教育の評価の方法 
安全教育を評価するための方法としては、質問紙法、面接法、観察法などが用いられる。 

また、ポートフォリオや作文、レポート、作品、話し合いなど多様な活動を評価の対象とす
ることもできる。 

質問紙法や面接法は、安全教育によって児童生徒等が身に付けた知識や態度を把握する上
では最も一般的な方法である。しかし、質問の内容の妥当性・信頼性について検討する必要
があり、また、回答は児童生徒等の主観的なものになりがちである。 
一方観察法は、特に児童生徒等の実際の行動等を調べる上で有効な方法である。また、質

問紙調査が難しい年少者に対しても使用することが可能である。しかし、観察したときの行
動が、その児童生徒等の行動全体を表しているかなどの問題点もある。このようにそれぞれ
の評価方法には長所・短所があることを理解し、いくつかの方法を併用して、多面的・多角
的な評価を進めていくことが必要である。 

児童生徒等だけではなく、保護者への質問などから得られた情報も貴重である。また、学
校教育の評価とあわせ、指導計画についても見直していく必要がある。その際、評価を行う
項目としては、次のような内容が挙げられる。 
 

〈安全教育の評価 ～災害安全・交通安全・生活安全それぞれに対して～〉 
○  日常生活における事故の現状、原因及び事故の防止について理解できたか。 
○ 現在及び将来に直面する安全の課題に対して、的確な思考・判断に基づく意思決

定や行動選択ができるようになったか。 
○ 日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自主的に安全な行動をとるとともに、

自ら危険な環境を改善できるようになったか。 
○ 自他の生命を尊重し、安全な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び地

域社会の安全に進んで参加・協力できるようになったか。 
 

〈学校教育の評価〉 
○ 全校的な指導体制が確立されているか、教職員間の連携が図れているか。 
○ 訓練等の日程や時間、実施回数は適切であるか。 
○ 安全管理との連携が図れているか。 
○ 児童生徒等の実態、地域の特性を反映しているか。 
○ 指導の内容や方法に課題はないか。 
○ 指導に必要な教材・教具、資料等が整備されているか。 
○ 保護者や地域諸機関の協力や理解が得られているか。 

 

1817



2019



2221



2423



2625



Ｖ
 高
知
県

安
全

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

震
災

編
）

の
基

本
的

な
指

導
内

容

助
か
る
人
・
助
け
る
人
に
な
る
た
め
に
（
指
導
１
０
項
目
）

備
え
る

事
前

命
を

守
る

発
生
時

暮
ら
し
を
と
り
も
ど
す

事
後

１
 地

域
に
起
こ
る
災
害
を
知
る

「
想
定
を
知
る
」

・
自
分
が
住
む
地
域
に
発
生
す
る
危
険

（
揺
れ
の
強
さ
や
長
さ
、

30
cm
の
津
波
到
達
の
時
間
、
最
大
津
波
浸

水
深
等
の
想
定
）

・
過
去
の
南
海
地
震
の
規
模
と
被
害
の
状
況

（
自
分
の
住
む
地
域
が
過
去
に
受
け
た
被
害
等
）

「
助
か
る
た
め
に
知
っ
て
お
く
こ
と
」

・
津
波
は
膝
下
く
ら
い
の
高
さ
で
も
動
け
な
く
な
る

・
津
波
は
繰
り
返
し
長
い
時
間
（
６
時
間
以
上
も
あ
る
）
押
し
寄
せ
る

・
津
波
は
川
を
さ
か
の
ぼ
る
（
数
㎞
も
遡
上
し
た
例
も
あ
る
）

・
揺
れ
が
小
さ
く
て
も
津
波
が
来
る
こ
と
も
あ
る

「
想
定
以
上
の
こ
と
も
起
こ
り
う
る
こ
と
」

・
想
定
や
過
去
の
経
験
に
と
ら
わ
れ
な
い

２
 必

ず
助
か
る
た
め
の
知
恵
と
備
え

「
必
ず
助
か
る
た
め
に
」

・
地
域
の
津
波
避
難
場
所
を
知
っ
て
お
く

・
登
下
校
中
や
家
か
ら
の
避
難
方
法
（
避
難
場
所
と
経
路
・
危
険
箇
所
等
）

・
「
そ
れ
ぞ
れ
が
逃
げ
る
」
家
族
と
の
約
束
（
集
合
場
所
も
決
め
て
お
く
）

・
人
が
集
ま
る
場
所
で
は
非
常
口
を
必
ず
確
認
し
て
お
く

・
海
岸
や
河
口
付
近
に
行
く
と
き
は
、
ま
ず
高
台
へ
の
道
を
確
認
す
る

・
緊
急
地
震
速
報
等
、
防
災
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
知
る

・
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
が
発
表
さ
れ
た
時
の
対
処
に
つ
い
て
知
る

「
今
す
ぐ
し
て
お
く
こ
と
」

・
夜
間
の
地
震
発
生
に
備
え
る

（
枕
元
に
靴
や
懐
中
電
灯
等
の
必
要
な
物
を
置
く
、
家
具
等
が
転
倒
・

落
下
し
な
い
場
所
で
寝
る
）

・
家
具
等
の
転
倒
・
落
下
防
止
、
ガ
ラ
ス
の
飛
散
防
止
等
を
行
う

・
最
小
限
の
非
常
持
ち
出
し
品
を
準
備
す
る

・
家
族
と
の
連
絡
方
法
（
災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
等
）
を
確
認
し
て
お
く

・
水
・
食
料
等
を
備
蓄
し
て
お
く
（
最
低
３
日
分
）

３
 み

ん
な
で
助
か
る
た
め
の

備
え

「
災
害
時
に
助
け
る
人
に
な
る
た
め
に
知
っ
て
お
く
こ
と

】
・
地
域
の
防
災
訓
練
へ
の
参
加

・
防
災
倉
庫
の
場
所
や
中
身
の
確
認
（
バ
ー
ル
等
の
資
機
材
の
使
い
方
）

・
心
肺
蘇
生
法
（

AE
Dを
含
む
）
等
の
応
急
手
当
の
技
能
の
習
得

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加

・
学
習
し
た
こ
と
の
情
報
発
信
（
地
域
や
近
隣
校
園
へ
）

５
 津

波
か
ら
の
迅
速
な
避
難

「
想
定
に
と
ら
わ
れ
ず
避
難
す
る

」
「
最
善
を
尽
く
し
て
行
動
す
る

」
「
率
先
避
難
を
行
う

」
「
揺
れ
た
ら
、
と
に
か
く
急
い
で
高
台
へ
」

・
自
分
で
判
断
し
て
一
番
近
く
の
高
い
場
所
へ
避
難
す
る

・
沿
岸
地
域
で
は
動
け
る
く
ら
い
の
揺
れ
に
な
っ
た
ら
す
ぐ
避
難
を
始
め
る

・
強
い
揺
れ
、
長
く
揺
れ
た
ら
す
ぐ
避
難
す
る

・
避
難
し
た
ら
警
報
が
解
除
さ
れ
る
ま
で
戻
ら
な
い

６
 い

つ
、
ど
こ
に
い
て
も
自
分
を
守
る

「
一
人
の
時
で
も
必
ず
助
か
る
た
め
に
」

・
指
示
を
待
つ
こ
と
な
く
自
分
の
判
断
で
行
動
す
る
（
「
落
ち
て
こ
な
い
・

倒
れ
て
こ
な
い
・
移
動
し
て
こ
な
い
」
場
所
に
身
を
寄
せ
る
）

・
屋
外
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
建
物
の
倒
壊
や
落
下
物
等
、
周
囲
の
状
況
に

特
に
注
意
す
る

９
 み

ん
な
で

生
き
延
び
る
た
め
の

 知
恵
と
技

「
今
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
」

・
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
活
用
し
て
情
報
収
集
・

伝
達
を
行
う

（
災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
等
の
活
用
）

・
避
難
生
活
を
支
え
る
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

物
資
の
仕
分
け
や
整
理
、
運
搬

避
難
所
の
清
掃

情
報
の
収
集
・
伝
達
に
関
す
る
活
動

高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
の
手
伝
い

小
さ
い
子
の
遊
び
相
手

炊
き
だ
し
の
手
伝
い

10
地

域
社

会
の

一
員

と
し
て

の
心

構
え

「
命
を
守
る
地
域
の
絆
」

・
集
団
生
活
の
ル
ー
ル
を
身
に
付
け
る

・
積
極
的
に
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ

・
自
分
に
で
き
る
役
割
を
考
え
実
行
す
る

・
家
屋
の
片
付
け
等
を
手
伝
う

揺
れ

の
後

は
！

７
 二

次
災
害
へ
の
対
応

「
火
災
か
ら
逃
げ
る
」
「
動
け
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
避
難

」
・
大
声
で
知
ら
せ
る

・
身
を
低
く
し
て
煙
に
注
意
す
る

・
延
焼
す
る
も
の
の
な
い
、
十
分
な
広
さ
の
あ
る
場
所
へ
避
難
す
る

「
土
砂
災
害
等
へ
の
注
意
」

・
崖
の
上
や
下
か
ら
離
れ
危
険
箇
所
に
は
近
づ
か
な
い

・
前
兆
が
見
ら
れ
た
ら
避
難
す
る
（
避
難
情
報
や
気
象
情
報
に
注
意
）

・
川
の
様
子
（
水
量
が
変
わ
る
、
水
が
濁
る
等
）
や
山
の
様
子
（
山
鳴
り
や

ひ
び
割
れ
、
小
石
の
落
下
等
）
に
注
意
す
る

・
液
状
化
、
余
震
へ
の
注
意

８
 助

け
る
人
に
な
る
た
め
の
行
動

「
自
分
に
で
き
る

『
助
け
る
』

行
動
」

・
 （
津
波
、
火
災
の
危
険
が
な
い
場
合
）
瓦
礫
の
下
に
い
る
人
を
助
け
る

手
伝
い
、
大
人
を
呼
び
に
行
く
等
の
自
分
に
で
き
る
行
動
を
す
る

・
可
能
な
限
り
、
初
期
消
火
、
け
が
人
の
搬
送
、
応
急
手
当
等
を
行
う

４
 揺

れ
か
ら
自
分
を
守
る

「
ぐ
ら
っ
と
揺

れ
た

ら
大

事
な

頭
を

ま
ず

守
る

」
・
揺
れ
を
感
じ
た
ら
（
緊
急
地
震
速
報
を
受
信
し
た
ら
）
頭
を
守
る

・
「
落
ち
て
こ
な
い
・
倒
れ
て
こ
な
い
・
移
動
し
て
こ
な
い
」
場
所
に

身
を
寄
せ
る

「
ぐ

ら
っ

と
」

き
た

時
！

南
海

ト
ラ

フ
地

震
を

正
し

く
恐

れ
、

と
も

に
立

ち
向

か
う

！
と

も
に

生
き

ぬ
く
！

指
導
内
容
は
あ
く
ま
で
基
本
的
な
内
容
で
す
。
学
校
種
や
地
域

の
特
徴
（
地
理
的
条
件
、
ビ
ル
等
の
有
無
、
人
口
規
模
等
）
に
応

じ
て
、
さ
ら
に
加
え
る
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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Ｖ
 高
知
県

安
全

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

交
通

安
全

編
）

の
基

本
的

な
指

導
内

容

被
害
者
に
な

ら
な
い
・
加
害
者
に
も
な
ら
な
い
（
３
つ
の
力
）

２
交

通
状

況
へ

の
適

応
力

「
危
険

予
測

と
回
避

行
動

」
・
危
険
な
場
所
、
行
為
を
認
識
す
る

・
危
険
を
予
測
し
、
回
避
す
る

・
飛
び
出
さ
な
い
た
め
に
考
え
る

「
交

通
事

故
の

実
態

」
・
交
通
事
故
の
特
徴
を
知
る

歩
行
者
・
自
転
車
事
故
の
典
型
パ
タ
ー
ン
を
知
る

・
交
通
事
故
の
要
因
を
知
る

事
故
の
原
因
の
多
く
が
「
安
全
不
確
認
」
で
あ
る
こ
と
を

 知
る

「
交
通

ル
ー

ル
の
遵

守
と

交
通

マ
ナ

ー
の

向
上

」
・
交
通
ル
ー
ル
、
交
通
マ
ナ
ー
の
必
要
性
を
理
解
す
る

・
標
識
、
標
示
の
意
味
を
知
る

「
目

的
地

ま
で

の
安

全
な

通
行

」
・
自
分
の
交
通
行
動
（
歩
行
の
仕
方
、
自
転
車
の

乗
り
方
等
）
が
安
全
か
ど
う
か
自
己
理
解
す
る

・
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

  イ
ラ
イ
ラ
や
焦
り
等
の
ス
ト
レ
ス
と
う
ま
く
向
き
合
う

気
持
ち
を
切
り
替
え
る
方
法
を
考
え
る

   
   

 仲
間
と
一
緒
に
移
動
す
る
時
の
危
険
（
お
し
ゃ
べ
り
に

 よ
る
不
注
意
、
並
走
等
）
を
考
え
る

指
導
内
容
は
あ
く
ま
で
基
本
的
な
内
容
で
す
。
学
校
種
や
地
域

の
特
徴
（
交
通
手
段
、
地
理
的
条
件
）
に
応
じ
て
さ
ら
に
加
え
る

内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

３
地

域
の

安
全

へ
の

貢
献

と
責

任

「
行
動
を
計
画
す
る
」

・
安
全
に
通
行
で
き
る
行
動
計
画
を
考
え
る

10
分
早
く
行
動
を
開
始
す
る

目
的
地
ま
で
の
安
全
な
ル
ー
ト
を
考
え
て
通
行
す
る

「
地

域
の

交
通

安
全

へ
の

貢
献

」
・
小
さ
い
子
ど
も
の
お
手
本
に
な
る
交
通
行
動

・
守
ら
れ
る
立
場
か
ら
守
る
立
場
へ

・
他
者
の
視
点
を
知
り
、
他
者
へ
の
気
遣
い
の
大
切
さ
を

知
る

「
交

通
事

故
へ

の
対

応
」

・
負
傷
者
の
安
否
確
認

・
周
囲
の
安
全
確
保

   
・

11
0番
、

11
9番
通
報

   
・
応
急
手
当
の
実
施

   
・
交
通
事
故
の
責
任
と
補
償

自
転
車
で
も
加
害
者
と
な
る
場
合
が
あ
る

主
体
的
に
考
え
て
行
動
す
る
力

～
「
と
ま
る
」
「
み
る
」
「
た
し
か
め
る

※
」
安
全
行
動
～

※
目

と
耳

で
し

っ
か
り

確
認

１
交
通
行
動
の
基
本
２
交
通
状
況
へ
の
適
応
力

３
地
域
の
安
全
へ
の
貢
献
と
責
任

１
交
通
行

動
の
基
本

「
歩
行
時
の
安

全
」

・
安
全
な
道
路
の
歩
き
方
を
知
る

・
安
全
確
認
の
仕
方

 「
と
ま
る
」
「
み
る
」
「
た
し
か
め
る
」

 確
認
行
動
が
と
れ
る

・
安
全
な
横
断
の
仕
方
が
で
き
る

「
自

転
車

乗
車

時
の
安
全
」

・
自
転
車
安
全
利
用
５
則
を
守
る

①
車
道
が
原
則
、
左
側
を
通
行

歩
道
は
例
外
、
歩
行
者
を
優
先

②
交
差
点
で
は
信
号
と
一
時
停
止
を
守
っ
て
、

安
全
確
認

③
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

④
飲
酒
運
転
は
禁
止

   
  
⑤
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

「
二
輪
車
･自

動
車
乗
車
時
の
安
全
」

・
安
全
な
乗
り
方
が
で
き
る

「
自
己

理
解
」
自
己
の
行
動
を
振
り
返
り
、
安
全
の
た
め
の
行
動
目
標
を
設
定
し
、
実
行
し
て
い
く
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○○中学校 安全教育全体計画

安全上の課題 
〇通学路には見通しが悪

い場所、道幅が狭い所も

あり、交通安全上の課題

が大きい。 
〇大きな道を外れると人

通りの少ない道があり、

一人区間も多く防犯上

の課題もある。 
〇校区が広く海岸地域、土

砂災害の危険のある地

域からの通学生も多い。 
 
 
 

 学校教育目標  安全管理 
〇安全点検 
〇学校生活の安全管理 
〇通学の安全管理 
〇救急・緊急連絡体制 
 
 
安全に関する組織活動 

〇校内協力体制 
〇職員研修(防災・心肺蘇生等) 
〇家庭・地域・関係機関と連携 
〇交通安全指導 
〇ＰＴＡ保健体育部 
〇学校運営協議会 
〇ＰＴＡ合同救命救急法研修 
〇学校安全(保健)委員会 

 
「心豊かな活力のある生徒の育成」 

  
安全教育の目標  

 〇様々な自然災害や事件・事故等の危険性、安全で安心な社会づくりの意義を理解し、安

全な生活を実現するために必要な知識や技能を身に付ける。 
〇自らの安全の状況を適切に評価するとともに、必要な情報を収集し、安全な生活を実現

するために何が必要かを考え、適切に意思決定し、行動するために必要な力を身に付け

ている。 
〇安全に関する様々な課題に関心をもち、主体的に自他の安全な生活を実現しようとした

り、安全で安心な社会づくりに貢献しようとしたりする態度を身に付ける。 
 

学 年 別 重 点 目 標

【１年生】 【２年生】 【３年生】 
【生活安全】 
○事件や事故の起こりやすい状況を理解し、危険を予測して

身を守る行動を身に付けている。 
【交通安全】 
○安全確認を忘れる時の心理や集団で通行する時の危険など、

自分の行動を客観的に考えることができる。 
【災害安全】 
○災害発生時には、自らが主体的な判断で適切な行動をする

ことができる。 
○発生時の危険な場所（屋内外）を認知すると共に地域の避

難所や避難場所を、○○町防災マップ（町内全戸配布）を

もとに把握している。 
○自らの生命を尊重し、他と協同することができる。 

【生活安全】 
○事件や事故の起こりやすい状況を理解し、危険を予測して

身を守る行動を身に付け、実行できる。 
【交通安全】 
○安全確認を忘れる時の心理や集団で通行する時の危険など

理解し、適切に行動できる。 
【災害安全】 
○発生時には、自らの判断で、危険を回避すると共に、二次

災害を防ぐことができる。 
○災害の基本的な特色やさまざまな危険について理解すると

共に地域の避難所や家族との連絡方法を身につけている。 
○生命の大切さを感じ取ると共に家族や友達と助け合うこと

ができる。 

【生活安全】 
○事件や事故の起こりやすい状況を理解し、危険を予測して

身を守る行動ができ、他者に対しても助言ができる。 
【交通安全】 
○安全確認を忘れる時の心理や集団で通行する時の危険など

を理解し、適切に行動でき、また、他者に対しても助言が

できる。 
【災害安全】 
○発生時には、自らの判断で危険を回避すると共に、二次災

害を防ぐことができる。 
○地域や行政機関の災害時の対応や情報伝達の方法を身につ

けている。 
○自分の身の安全だけでなく周囲の人々の安全にも配慮でき

る。また、地域の人々と協力し地域に貢献することができ

る。 

 

関連する主な領域及びその指導内容 

 【１年生】 【２年生】 【３年生】 

教

科 

〇地震がどのように伝わっていくかを学び、津波や液

状化等によってどのような被害を受けるかを学習す

ることにより、将来地震が起こったときに適切な判

断ができるようにする。（理科） 

○日本の地形・気候を学習し、どのような特徴を持った災害が

発生するのか、また、災害発生時にどのような知識を身につ

けるべきか考える。（社会） 
○さまざまな自然災害や防災・減災について学習し、災害時の

対応や支援等、行動につながる知識と心構えを持つ。

（社会） 
○気象の学習、台風や雨が激しくなる仕組みを学習すること

で、自分たちの安全な生活や準備等について考え、行動に 
つなげることができるようにする。（理科） 

○東日本大震災をきっかけに、何を学び、どう生きるのかに

ついて考え、いまを一生懸命に生きていくという気持ちを

育てる。（社会）

〇日本の起こりうる災害について多面的に学び、各災害を最

小限に食い止めるために私たちがどのような予防ができる

かについて過去のデータを基に分析する。 理科

道

徳 
○主として自分自身に関すること〔節度，節制〕 
○主として集団生活や社会との関わりに関すること

〔社会参画，公共の精神〕 
○主として集団生活や社会との関わりに関すること

〔郷土の伝統と文化尊重，郷土を愛する態度〕

○主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関す

ること〔生命の尊さ〕

 

○主として自分自身に関すること〔節度，節制〕

○主として人との関わりに関すること〔思いやり，感謝〕

○主として集団生活や社会との関わりに関すること〔郷土の伝

統と文化尊重，郷土を愛する態度〕 
○主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること〔生

命の尊さ〕

 

○主として自分自身に関すること〔節度，節制〕

○主として人との関わりに関すること〔思いやり，感謝〕

○主として集団生活や社会との関わりに関すること〔勤労〕

○主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること

〔生命の尊さ〕 

総
合
的
な 

学
習
の
時
間 

「私たちのまち、再発見！」

〇地域の歴史・文化・立地条件等を 年生の学習内容

を振り返りながら再発見する学習を通して、住みや

すい地域にするために自分たちでできることを考え

る。

「災害に強いまちに！」

○災害時における地域の課題を具体的に自分たちで調べたり、調

べた内容を他の地域と比べたりすることによって、改めて地域

の課題と良さを考える。 

「地域防災に貢献！」 
○地域の課題を踏まえて、災害時に自分たちができることや、

課題の解決方法を考える。 

特
別
活
動 

学
級 

活
動 

・津波から命を守る心得は？

・緊急地震速報の仕組みと活用

・事故に遭わない起こさない（自転車事故）

・事件に巻き込まれないために（不審者対策）

・「学習発表会」に向けて

・修学旅行先で地震発生！その時あなたは？

・「警報」「注意報」の違いって？

・備えて安心！我が家の安全対策

・「学習発表会」に向けて

・災害後の暮らし、あなたにできることは？

・使えますか？防災倉庫の中にあるもの

・家族との５つの約束（家族防災会議を振り返る）

・「学習発表会」に向けて

学
校 

行
事 

○地震津波避難訓練（授業中、休み時間、掃除中、時間と場所を変えて：年間 10 回） ○避難訓練（土砂災害） ○避難訓練（火災） 
○防犯教室 ○弾道ミサイル対応訓練  ○不審者対応訓練 
○交通安全教室                                                                        ○心肺蘇生法講習会（ＡＥＤを含む） 

  

安全教育の成果を測る指標 

○日常生活における事故の現状、原因及び事故の防止について理解できたか。（ テスト ） 
〇現在及び将来に直面する安全の課題に対して、的確な思考・判断に基づく意思決定や行動選択ができるようになったか。（感想・振り返りシート） 
〇日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自主的に安全な行動をとるとともに、自ら危険な環境を改善できるようになったか。（言動、事後学習ワークシート） 
〇自他の生命を尊重し、安全な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び地域社会の安全に進んで参加・協力できるようになったか。（言動、事後学習ワーク

シート） 
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○○高等学校 安全教育全体計画

安全上の課題
〇南海トラフ地震発生時

には日本最大の津波高

が予想されている○○

町唯一の高校であり、地

域の避難所に指定され

ている。

〇津波浸水区域に住む生

徒や、浸水区域を通って

登校する生徒も多い。

〇ほとんどの生徒がスマ

ートフォンを使用して

いる。トラブル防止、防

犯に課題がある。

〇原動機付自転車の使用

を条件付きで許可して

いるため、交通安全指導

の必要性がある。

学校教育目標 安全管理
〇AED 動作点検

〇学校設備安全点検

〇火災報知器点検

〇昇降機点検

〇プール水質検査

〇劇物等保管点検

〇備蓄品確認

安全に関する組織活動
〇救急救命講習会

〇熱中症対策研修

〇PTA総会での交通安全、危

機管理周知

〇防災プロジェクトチーム

〇シェイクアウト訓練・○○

町総合避難訓練

〇学校運営協議会

〇学校安全(保健)委員会

〇授業を大切にし、意欲を持って学習することができる生徒の育成

〇目標や志の実現に向けた進路選択を行うことができる生徒の育成

〇自己指導能力を身に付け努力することができる生徒の育成

〇自己の成長や地域への貢献に力を発揮できる生徒の育成

安全教育の目標

①自らの命を守ることができる生徒の育成

②何が危険かを理解し危険を察知した際に、的確な行動ができる生徒

の育成

③安心して生活することができる環境づくりを推進できる生徒の育成

学 年 別 重 点 目 標

【１年生】 【２年生】 【３年生】

【生活安全】

○安全な学校生活を送るために、自分を律し、規則

を守って学校生活を送ることができる。

【交通安全】

○通学路における危険を予測し、安全に登校するこ

とができる。

【災害安全】

○自分たちの地域と災害について知り、災害を自分

自身のこととして真剣に考える態度を身に付け

る。

【生活安全】

○全員が安心して過ごせる環境について理解し、ル

ールとマナーを守って学校生活を送ることができ

る。

【交通安全】

○自分を律し、交通ルールを遵守する態度を身に付

ける。

【災害安全】

○災害時に高校生が担う役割を自覚し、自分自身や

地域の安全のために考え行動することができる。

【生活安全】

○社会の一員として、自他の安全を守るために行動

することができる。

【交通安全】

○社会の一員として自他の安全に責任を持ち、交通

ルールを遵守することができる。

【災害安全】

○常に災害に対する危機感を持ち、自他の安全のた

めに備え、行動することができる。

関連する主な領域及びその指導内容

【１年生】 【２年生】 【３年生】

教

科

○地域学入門

・地域の災害について

・未来に残したいもの（未来へのメモワー

ル）

○家庭基礎

・衛生について学ぶ

・災害への備え（住居について考える）

・防犯について

〇保健

・救命救急法

〇地理総合

・過去の大災害について

・日本の自然環境と自然災害

・自然災害への備えや対応

○地域学Ⅰ

・○○町の福祉と防災について

・福祉防災リーフレット作成

○ライフセービング

・日常の中に潜む危険と対応

・救急法、AED の使い方

・避難所のトイレ環境、防災グッズづくり

・防災植物の理解と調理

・水難事故の対応と溺者の救出

〇科学と人間生活

・自然景観と自然災害

○地域学Ⅱ

・地区防災計画について

・防災クロスワード作成

・情報防災課への提言

○フードデザイン

・調理実習における安全指導

総
合
的
な

探
究
の
時
間

〇課題解決学習の準備

・○○町についての理解を深める。

・防災の視点を含めた○○町の課題につい

て考える。

〇地域課題解決型学習

・『○○町総合戦略アクションプラン』を読む

・防災に関する課題を解決するためのアイデアを考

える。

〇課題解決学習のまとめと展望

・防災活動をはじめとするこれまでの取組の振り

返りと今後の展望を考え、表現する。

特
別
活
動

ホー

ム
ル

ム

活
動

○防災 LH
・防災教育オリエンテーション

・○○高校防災カード作成

・個人備蓄袋の用意

○防災 LH
・○○高校防災カード見直し

・個人備蓄袋の見直し

・非行防止教室

○防災 LH
・○○高校防災カード見直し

・個人備蓄袋見直し

・非行防止教室

学
校
行
事

○各種避難訓練（地震・津波・土砂災害・火災） 〇シェイクアウト訓練

○保小中高合同避難訓練

〇炊き出し訓練

〇避難所運営訓練

○弾道ミサイル対応訓練

〇交通安全教室

○不審者対応訓練

課
外
活
動

〇「世界津波の日」高校生サミット

〇高知県高校生防災サミット

〇AMDA 中学高校生会との交流

〇生徒防災委員会

〇保健委員会

安全教育の成果を測る指標

○ルールやマナーを守り、自他ともに安全で安心して過ごせる環境を目指して行動する態度が身についているか。（言動・振り返りシート）

〇災害を自分のこととしてとらえて真剣に向き合い、自分や地域の人たちのために行動することができるか。（言動・振り返りシート）

〇日常生活に潜む危険について理解し、自らの取るべき行動を選択する力がついているか。（テスト、言動・振り返りシート）

ー

・世界の地形と自然災害
〇地学・地学基礎

・火山活動と地震

・日本の自然環境

○○特別支援学校 安全教育全体計画

安全上の課題 
〇登下校運行しているス

クールバスは高知県東

部の海岸線を走り発災

時の津波や土砂からの

避難は困難を極める。 
○○○県東部全域を校区

としており、津波や土

砂災害、河川の氾濫の

危険性が高い地域に住

む児童生徒もいる。 
○夜間寄宿舎の発災時や

防犯上の避難場所や人

員に課題がある。 
○通学路は幹線道路沿い

であり徒歩や自転車通

学生の通学において交

通安全上の課題がある。 
○自転車や JR 等の公共

交通機関の利用や施設

や放課後等デイサービ

スの送迎等通学方法が

多様で通学途中の危機

管理に課題がある。 

 学校教育目標  安全管理 
○安全点検 
○救急・緊急連絡体制 
○家庭との連携（「○○安心

メール」の登録による、

事件事故時の速やかな連

絡体制の確立） 
○広域福祉避難所（市役所

や保健所、地域の福祉施

設との連絡体制整備） 
 

安全に関する組織活動 
○校内組織（学校安全 3 領

域に関する分掌を一本

化、学校安全担当教員を

中心とした取組） 
○教職員研修（防災・救急

法・アレルギー対応・不

審者対応等） 
○警察からのビデオ視聴

等、視覚支援を用いた研

修実施 
○学校安全(保健)委員会 
○PTA 親子行事 
○広域福祉避難訓練 

知 自ら学び、自らチャレンジ 
徳 挨拶、返事、思いやり 
体 心も体もたくましく 
 

新たな時代に胸を張り、主体的に生きる社会人の育成 
 
  

安全教育の目標  
 ¡安全教育 3 領域に関する知識を理解し、主体性をもって自

らの命を守り抜くための態度や能力を身に付けた児童生徒

の育成 

 

学 部 別 重 点 目 標

【小学部】 【中学部】 【高等部】 
【生活安全】 
○集団行動がとれ、家庭では保護者や支援者

とともに安定して生活できる。 
 
【交通安全】 
○信号を理解し、支援を受けながら落ち着い

て横断歩道を渡り、安全な道路の歩き方を

覚える。 
 
【災害安全】 
○発災時、支援を受けながら倒壊物のない安

全な場所に身をよせ、頭を守る動作をとる

ことができる。 
 

【生活安全】 
○河川等一人で行ってはいけない場所や人通

りの少ない場所や夜間等の危険がわかり安

全に生活できる。 
【交通安全】 
○自転車通学ではヘルメットを着用し雨の日

は合羽を装着し、交通ルールを守って通学

できる。 
○登下校の安全に留意して通学できる。 
【災害安全】 
○発災時、自分で判断し、より高い場所や広

い場所に身を寄せ、揺れがおさまるまで落

ち着いて頭を守る行動がとれる。 
 

【生活安全】 
○携帯やＳＮＳ等の危険性を理解する。単独

行動の危険性や周囲の環境に流されること

なく、自分で善悪を判断して生活できる。 
【交通安全】 
○単独通学や家庭生活において交通ルールを

厳守する。歩行時や自転車でのスマホやイ

ヤホンでのわき見や雨天時の傘等に注意で

きる。 
【災害安全】 
○卒業後の居住地や通勤路の危険箇所を知り

避難経路や避難場所がわかり安全に避難す

る力を身に付ける。災害対策標識を読み取

り主体的に行動できる。 
 

関連する主な領域及びその指導内容 
 【小学部】 【中学部】 【高等部】 

各 

教 

科 

 
 
 

【生活安全】 
○生活カ役割・国語・道徳Ｄ生命の尊さ・特別 
活動 
・けが人や病人を助ける方法を知ろう 

○生活イ安全・道徳 A 節度節制 
・川や海や山、線路や幹線道路など危険な場

所を知り、一人で出かけないようにしよう 
・登下校時の安全な行動について知ろう 
・支援を受けながら安全に遊具を使おう 

○生活イ安全オ人との関わり・国語・道徳Ｄ生

命の尊さ・特別活動 
・家庭や地域の人と仲良くしよう 
・休日は家族と一緒に過ごそう 
・子ども１１０番の家を覚えよう 
・不審者から逃げる方法を学ぼう 

○生活コ社会の仕組みと公共施設・国語 
・警察や消防署などの場所や役割について知

ろう 
○体育・道徳Ｄ生命の尊さ 
・簡単なきまりを守り、安全に楽しく運動し

よう 
○特別活動・道徳Ｄ生命の尊さ 
・事件や事故から身を守る方法を知ろう 

 
○生活ク金銭の扱いオ人との関わり・国語 
・買い物等を通して支援を受けながら金銭の

価値が分かり、お金の大切さを理解しよう 
 
 

【生活安全】 
○保健体育Ｈ保健・国語・道徳Ｄ生命の尊さ・特別

活動 
・けが人や病人を助ける方法を学ぼう 

○職業・家庭科 A イ役割エ地域の人々・国語・特別

活動 
・地域の人とつながろう 
・登下校時の安全な行動を覚えよう 
・家庭生活での安全な行動を覚えよう 
・一人で出かけるときの注意点を知ろう 

○保健体育 H 保健・道徳Ｄ生命の尊さ 
・決まりや簡単なスポーツのルールを守り、友達 

と協力しながら用具の安全に留意して運動しよ 
う 

○社会ウ地域の安全・国語 
・警察や消防や保健所、市役所等の安全な生活を 

守るための役割について学ぼう 
・警察や消防や保健所、市役所等地域の施設の人 

達が危険から人を守るための活動について知ろ 
う 

○職業・家庭科 職業分野 A 職業生活 
・使用する道具や機械の扱い方を学ぼう 

○総合的な学習の時間・道徳Ｄ生命の尊さ 
・安全や保健に留意して体験活動や交流学習をし 

よう 
○数学 A 数と計算・職家 C 消費生活・環境・国語 
・生活に必要な金銭のやり取りを覚えよう 
・お金の価値を理解しよう 

 

【生活安全】 
○保健体育 I 保健・国語・道徳Ｄ生命の尊さ・特別

活動 
・応急手当 心肺蘇生の方法を学ぼう 

○家庭 A イ家庭生活・道徳Ａ節度、節制 D 生命の尊 
さ・国語・特別活動 
・地域の人と共に生きる力を身に付けよう 
・登下校時の安全な行動を身に付け、自分で判断

できるようになろう 
・社会のルールを守り、犯罪に巻き込まれない力

を身に付けよう 
・携帯電話・SNS の正しい使い方を身に付け安全

に生活を送ることができる力を身に付けよう 
○保健体育 H 体育理論 I 保健・道徳Ｄ生命の尊さ 
・安全な行い方を友達と考え協力しながら運動し

よう 
○社会ア社会参加ときまりイ公共施設の哉割と制度・

国語・道徳Ｄ生命の尊さ・特別活動 
・警察や消防や保健所、市役所等の安全な生活を

守るための役割について覚えよう 
○職業 A 職業生活 

・作業上の安全や衛生及び作業の効率について考 
えながら作業に取り組もう 

○総合的な探究の時間・道徳Ｄ生命の尊さ 
・安全や保健に留意して体験活動や交流学習をし 

よう 
○数学３指導計画の作成と内容の取扱い 
・家庭 C 消費生活・環境 
・購入方法や支払い方法の特徴がわかり、計画的 
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【交通安全】 
○生活イ・国語 
・安全に登下校しよう 
・信号機や横断歩道を覚え正しい道路の渡り

方を身に付けよう 
・支援を受けながら線路の渡り方や幹線道路

の通行の仕方を覚え、安全に生活できるよ

うになろう 
・自動車やバスに乗る時はシートベルトをし

よう。 
・走行中は窓から手や顔を出さない、離席し

ない、立ち上がらない、ホームに近づかな

い等、乗車中のきまりを守ろう 
・安全な道路の歩き方を覚えよう 

【災害安全】 
○生活ア基本的生活習慣・国語・道徳Ａ節度、

節制・特別活動 
・身の回りの自分でできることを増やそう 

○生活イ安全・国語・特別活動・道徳Ｄ生命の

尊さ 
・南海トラフ地震がきたらどのようになるの

かを知ろう 
・火災や自然災害の危険性を知ろう 
・緊急地震速報について知ろう 
・揺れから身を守る体勢を身に付けよう 
・津波避難行動を学ぼう 
・一人の時でも助かるための方法を学ぼう 
・地震火災・台風、洪水、土砂災害から逃げ

る方法を身に付けよう 
○生活コ社会の仕組み・国語・特別活動 
・非常持ち出し品について学ぼう 
・支援を受けながら非常持ち出し袋を準備し

よう 
○生活カ役割・国語・道徳Ｄ生命の尊さ・特別 
活動 
・けが人や病人を助ける方法を知ろう 
・地域の防災訓練に参加しよう 

○生活ケきまり・国語・道徳Ａ節度節制・日常 
生活指導・特別活動 
・避難所での生活を知ろう 
・防災食や段ボールベット、簡易トイレ等に

慣れよう 
・避難所生活のルールやマナーを学ぼう 
・自分のことは自分でしよう 
・積極的にお手伝いしよう 

○生活オ人との関わり・国語・道徳Ｄ生命の尊

さ・特別活動 
・地域の人とあいさつしよう 
・家庭や地域の人と仲良くしよう 
・支援を受けながら地域の防災訓練に参加し

よう 

 

 
 
【交通安全】 
○社会ウ地域の安全・国語 
・交通ルールを身に付けよう 
・道路標識を理解しよう 
・ヘルメットをかぶり、自転車の安全な走行の仕

方を覚えよう 
○保健体育 H 保健・国語 
・交通事故に遭わない様に、安全に生活しよう 

 
 
 
 
 
 
【災害安全】 
○理科Ｂ地球・自然・国語・特別活動 
・南海トラフ地震の大まかな仕組みや二次災害が

起こることを理解しよう 
○社会イ公共施設・国語・特別活動 
・緊急地震速報の意味を学ぼう 
・警報と注意報の違いを理解しよう 

○社会ウ地域の安全・職家家庭分野Ｂ衣食住の生

活・国語 
・非常持ち出し品について学ぼう 
・非常持ち出し袋を準備しよう 
・学校や家庭の備蓄について学ぼう 

○社会ア社会参加・保体Ｈ保健・総合・国語・特別

活動 
・避難所での集団生活のルールやマナーを理解し

て行動しよう 
○社会ア社会参加・職家家庭分野Ｂ衣食住の生活・

国語・特別活動 
・集団生活で積極的に手伝いをしよう 

○社会ウ地域の安全・特別活動・国語・道徳Ｄ生命

の尊さ 
・揺れから身を守る体勢を身に付けよう 
・津波避難行動を身に付けよう 

○社会ウ地域の安全・オ地理や歴史・国語・道徳Ｄ

生命の尊さ・特別活動 
・一人の時でも助かるための方法を学ぼう 

○社会ウ地域の安全・国語・道徳Ｄ生命の尊さ・特

別活動 
・地震火災・土砂災害の仕組みを知り、逃げる方

法を身に付けよう 
・二次災害の危険性を知ろう 

○保健体育 Ｈ保健・国語・道徳Ｄ生命の尊さ・特

別活動 
・けが人や病人を助ける方法を学ぼう 

○社会ア社会参加・職家Ｂエ快適な住まい方・道徳

Ａ節度節制・国語・特別活動 
・ルールやマナーを守った避難生活を学ぼう 

○社会イ公共施設・国語・道徳Ｄ生命の尊さ・特別

活動 
・災害伝言ダイヤルの使用方法を理解しよう 

○職業・家庭科 A イ役割エ地域の人々・国語・特

別活動 
・地域の人とつながり、仲良くしよう 
・居住地の防災訓練に参加しよう 

な金銭管理の必要性を知ろう 
・正しい金銭の取り扱いを身に付けよう 

【交通安全】 
○保健体育 I 保健・国語 

・交通ルールや標識を正しく読み取り、きまりを

守って安全に生活しよう 
・交通ルールを守りながら自転車や公共交通機関

を活用して、行きたい場所に行く方法を身に付

けよう 
・地図や携帯のマップ機能を活用して安全に生活

できる力を身に付けよう 
 
 
 
 
 
【災害安全】 
○理科Ｂ地球・自然・国語・道徳Ｄ生命の尊さ・特

別活動・社会ウ我が国の国土の自然環境と国民生

活・３指導計画の作成と内容の取扱いオ 
・南海トラフ地震の大まかな仕組みや二次災害の

危険性を理解し居住地の特性を学ぼう 
・台風や気象情報について学ぼう 
・気象災害から身を守ろう 

○社会イ公共施設の役割と制度・国語・特別活動 
・緊急地震速報を有効に活用しよう 
・警報や注意報について学ぼう 

○社会ウ我が国の国土の自然環境と国民生活・家庭 
B 衣食住・国語・特別活動 
・非常持ち出し品や備蓄品の必要性や活用方法を

知ろう 
・いざという時のための家族会議をしよう 

○社会ア社会参加ときまり・保体 I 保健・総合・国

語・家庭 B オ住居・道徳Ａ節度、節制・特別活動 
・ルールやマナーを守り協力して集団生活を送ろ 
う 

○社会ウ我が国の国土と自然環境と国民生活・特別

活動・国語・道徳Ｄ生命の尊さ 
・どこにいても安全な場所を探して揺れから身を

守る行動をとることができるようにしよう 
・津波避難行動を身に付けよう 
・一人の時でも助かるための方法を身に付けよう 
・地震火災・土砂災害から逃げる方法を自ら判断

できる力を身に付けよう 
○保健体育 I 保健・国語・道徳Ｄ生命の尊さ・特別

活動 
・応急手当 心肺蘇生の方法を学ぼう 

○社会ア社会参加ときまり・家庭 B オ住居・道徳Ａ 
節度、節制 D 生命の尊さ・国語・特別活動 
・ルールやマナーを守り協力して避難生活を送る

方法を学ぼう 
○社会イ公共施設の役割と制度・国語・道徳Ｄ生命

の尊さ・特別活動 
・災害伝言ダイヤルの使用方法を理解し家族と連

絡をとる力を身につけよう 
○家庭 A イ家庭生活・道徳Ａ節度、節制 D 生命の尊 
さ・国語・特別活動 
・居住地の避難先や連絡先を確認しよう 
・地域の防災活動を知り積極的に参加しよう 

自
立
活
動 

○１健康の保持２心理的な安定３人間関係の形

成４環境の把握５身体の動き６コミュニケー

ションの自立活動の６つの区分は、全ての教

育課程で実践している安全教育に関する授業

に含まれている 

○１健康の保持２心理的な安定３人間関係の形成４

環境の把握５身体の動き６コミュニケーションの

自立活動の６つの区分は、全ての教育課程で実践

している安全教育に関する授業に含まれている 

○１健康の保持２心理的な安定３人間関係の形成４

環境の把握５身体の動き６コミュニケーションの

自立活動の６つの区分は、全ての教育課程で実践

している安全教育に関する授業に含まれている 

各
教
科
等
を
合
わ
せ
た
指
導 

○「日常生活指導」や「生活単元学習」等、各

教科等を合わせた指導における安全教育につ

いては、中心となる教科を核に据え、他教科

の内容を組み合わせて、総合的につけたい力

を指導している 
○「生活単元学習」における防災学習において

は、単元系統表を活用し実践している 

○「日常生活指導」や「生活単元学習」等、各教科

等を合わせた指導における安全教育については、

中心となる教科を核に据え、他教科の内容を組み

合わせて、総合的につけたい力を指導している 
○「生活単元学習」における防災学習においては、

単元系統表を活用し実践している 

○「日常生活指導」や「生活単元学習」等、各教科

等合わせた指導における安全教育については、中

心となる教科を核に据え、他教科の内容を組み合

わせて、総合的につけたい力を指導している 
○「生活単元学習」における防災学習においては、

単元系統表を活用し実践している 
 
 
 
 
 

特
別
の
教
科

○A 善悪の判断．自律．自由と責任 
○A 節度．節制 
○B 親切．思いやり．感謝．礼儀．友情．信

頼．相互理解．寛容 
○C よりよい学校生活．集団生活の充実 
○D 生命の尊さ 

○A 善悪の判断．自律．自由と責任 
○A 節度．節制 
○B 親切．思いやり．感謝．礼儀．友情．信頼．相

互理解．寛容 
○C よりよい学校生活．集団生活の充実 
○D 生命の尊さ 

○A 善悪の判断．自律．自由と責任 
○A 節度．節制 
○B 親切．思いやり．感謝．礼儀．友情．信頼．相

互理解．寛容 
○C よりよい学校生活．集団生活の充実 
○D 生命の尊さ 

 

○全ての教育課程で実践している安全教育に関

する授業では、特別の教科道徳の上記の内容

を含んで指導している 

○全ての教育課程で実践している安全教育に関する

授業では、特別の教科道徳の上記の内容を含んで

指導している 

○全ての教育課程で実践している安全教育に関する

授業では、特別の教科道徳の上記の内容を含んで

指導している 

総
合
的
な
学
習
（
探
究
）
の
時
間 

 

○安全教育における探究課題においては、地域や学

校の特色を踏まえて設定している 
○知的障害の特性を踏まえ、児童生徒の興味関心の

深い探究課題を設定するとともに、各教科で培っ

た力を総合的に関連付けながら具体的な課題を設

定することに留意している。生徒が自ら主体的に

取り組みやすい題材や支援方法を配慮し、自ら解

決できるように配慮しながら指導している 
・人々の安全な生活のために活動する市役所の人 

の仕事を知ろう 

○安全教育における探究課題においては、地域や学

校の特色を踏まえて設定している 
○知的障害の特性を踏まえ、児童生徒の興味関心の

深い探究課題を設定するとともに、各教科で培っ

た力を総合的に関連付けながら具体的な課題を設

定することに留意している。生徒が自ら主体的に

取り組みやすい題材や支援方法を配慮し、自ら解

決できるように配慮しながら指導している 
・地域の防災活動にはどのようなものがあるか調 

べよう 
・学校周辺の危険箇所を調べて伝えよう 
・○○防災マップを作ろう 

特
別
活
動 

学
級
活
動 

○小学校特別活動（２）ウ心身ともに健 
康で安全な生活態度の形成 
・学校周辺の小学校や地域の小学と  

安全に気を付けて交流学習しよう 
・命を守る行動を覚えよう 

○小学校特別活動（３）イ社会参画意識 
の醸成や働くことの意義の理解 
・日直や当番活動（清掃・給食・飼育・ 

栽培等）等学級や学校、地域のため  
に支援を受けながら自分の役割を果  
たすことを覚えよう 

○中学校特別活動（２）エ心身ともに健康で安全

な生活態度や習慣の形成 
・節度ある生活を送ることを覚えよう 
・事件や事故から身を守る方法を覚えよう 

○中学校特別活動（３）イ社会参画意識の醸成や

勤労観・職業観の形成社会の一員としての自覚

や責任を持ち、社会生活を営む上で必要なマナ

ーやルール、働くことや社会に貢献することに

ついて考えて行動すること 
・学級や学部、学校での自分の役割を理解し、 

責任を持って果たすことができるようになろ 
う 

・社会生活を営む上で必要なマナーやルールを 
覚えよう 

・ボランティア活動にはどのようなものがある 
か知ろう 

○高等学校特別活動（２）オ生命の尊重と心身とも

に健康で安全な生活態度や規律ある習慣の確立 
・節度ある生活を送ろう 
・事件や事故から身を守る方法を身につけ安全に 

生活しよう 
○高等学校特別活動（３）ウ社会の一員としての自

覚や責任をもち、社会生活を営む上で必要なマナ

ーやルール、働くことや社会に貢献することにつ

いて考えて行動すること 
・マナーやルールを守り節度ある社会生活を営む 

力を身につけよう 
・学校内外のボランティア活動に参加しよう 
・地域と繋がりながら、命を守る行動を覚えよう 

学
校
行
事 

○地震避難訓練（起震車・煙体験・消火

訓練） 
○避難訓練（大雨・洪水） 
○火災避難訓練 
○スクールバス避難訓練 
○シェイクアウト訓練 
○弾道ミサイル対応訓練 
○不審者対応訓練 
○交通安全教室 
○いのちの教室 
○現場実習・校内実習 
○修学旅行 
○宿泊学習 
○校外学習 
○文化的行事 
○マラソン大会 
○防災給食 
○PTA 親子行事 

○地震避難訓練（起震車・煙体験・消火訓練） 
○避難訓練（大雨・洪水） 
○火災避難訓練 
○スクールバス避難訓練 
○シェイクアウト訓練 
○弾道ミサイル対応訓練 
○不審者対応訓練 
○交通安全教室 
○いのちの教室 
○現場実習・校内実習 
○修学旅行 
○宿泊学習 
○校外学習 
○文化的行事 
○マラソン大会 
○防災給食 
○PTA 親子行事 

○地震避難訓練（起震車・煙体験・消火訓練） 
○避難訓練（大雨・洪水） 
○火災避難訓練 
○スクールバス避難訓練 
○シェイクアウト訓練 
○弾道ミサイル対応訓練 
○不審者対応訓練 
○交通安全教室 
○いのちの教室 
○現場実習・校内実習 
○修学旅行 
○宿泊学習 
○校外学習 
○文化的行事 
○マラソン大会 
○防災給食 
○PTA 親子行事 
○学校周辺清掃の日 

  
安全教育の成果を測る指標 

【災害安全・生活安全】 
○毎回各避難訓練後の教職員へのアンケート（様々な状況下で行う訓練内容の適切性、児童生徒の理解、教職員の役割の理解と動きと連携、協力体制、機器の使用具

合、次回にむけての改善等）を実施している。 
○各避難訓練の事前事後学習の繰り返しで定着を図っている。様々な状況下で身を守る行動がとれるよう工夫して繰り返し実践している。観察法を評価指標としてい

る。 
○「生活単元学習における防災学習」については、授業前後の評価シートを実施し、児童生徒の理解を数値化、分析、次回にむけての改善を図っている。 
○毎学期、「持ち物リスト」を配布し非常持ち出し袋を家庭から持参することで防災意識の向上を図っている。 
○保護者にむけて防災意識調査を年度始めと終わりの 2 回実施し、アンケート結果を分析している。次年度にむけての改善を図る。 
○全校で防災学習に関する教材教具を共有している。観察法発表、感想文やワークシート等を評価指標としている。 
○全校を通して「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し、「地域とつながる学習」を実践している。○○市役所防災課、○○福祉保健所、○○警察署、○○市消

防本部等、地域の防災や防犯における組織活動について、児童生徒が訪問し、見学や質問を行っている。危険マップの制作や調査したことを参観日で発表する等し

て、地域とつながる学習活動を、全校通して行っている。発表内容や感想文やワークシート等を評価指標としている。 
○スクールバスへの備蓄品や避難訓練や避難場所等、バス会社と連携を行っている。事前事後学習により、観察法や日記等を評価指標としている。 
○道徳科を含め、安全な生活の理解を図っている。観察法やワークシート等を評価指標としている。 
【交通安全】 
○交通安全教室、日々の登下校の横断の仕方、校外での学習における交通ルールの実践等により、理解定着を行っている。観察法や事後学習、ワークシート、日記や

感想文、感想の発表等を評価指標としている。 
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チェック 今後に向けて

①
地域や学校における安全上の課題が記載されている　（災害安全・交通安全・生活安全の３領域の観点から）
　※参考：安全教育参考資料p31～「安全教育全体計画例」

② 安全管理や組織活動に関する主な取組が記載されている

③
「学年別重点目標」として、児童生徒に育成を目指す安全に関する資質・能力が設定されている　（災害安全・交通安全・
生活安全の３領域の観点から）
　※参考：安全教育参考資料p19～「自らの命を守るために必要な資質・能力の発達段階ごとの体系表」

④
学年別重点目標を達成するための方策として、安全教育の主な指導内容が教科等横断的に記載されている
　（災害安全・交通安全・生活安全の３領域の観点から）

⑤ 安全教育の評価・改善が行えるよう、成果を測る指標が具体的に記載されている

①
学校安全の取組の年間計画として、安全教育・安全管理・組織活動を体系的にまとめた様式になっている
　※参考：安全教育参考資料p37～「学校安全計画例」

②
災害安全・交通安全・生活安全・新たな危機事象の内容を網羅した計画になっている
　※新たな危機事象とは、ＳＮＳの普及に伴う犯罪、テロ、弾道ミサイル発射等の国民保護に関する事案

① 安全に関する指導内容として、災害安全・交通安全・生活安全・新たな危機事象の観点が網羅されている

② 各教科・領域欄に、指導する学年や単元名など、可能な限り具体的に記載されている

③
防災の授業の県の数値目標（小中学校では各学年年間５時間以上、高等学校では３時間以上、特別支援学校（学級）で
は児童生徒の実態に応じて実施）に該当する授業が、◎表示等で明記されている

④
【中学校・高等学校】　交通安全教育教材「Traffic Safety News（ＴＳＮ）」（県警察と県教委が連携して隔月で配付している
自転車交通安全教育教材）を活用した指導が記載されている

⑤ 自転車ヘルメット着用に関する交通安全教育が記載されている

⑥ 【中学校・高等学校】　保健体育（保健）において、心肺蘇生法等の応急手当の実習が記載されている

⑦ 弾道ミサイルが落下する可能性のある場合に取るべき行動についての指導が記載されている

⑧
「学級活動」欄に、１時間単位程度の指導（★表示等）と、帰りの会やＳＨＲ等の短時間での指導とが、区別された形で記
載されている

⑨
「主な学校行事」欄にある避難訓練に、想定（地震、津波、洪水害、土砂災害、火災、弾道ミサイル等）が記載されている
 　※例 ： 避難訓練（地震・津波）、避難訓練（地震・土砂災害）、避難訓練（地震・火災）　　等

※市町村の地域防災計画において要配慮者利用施設に位置付けられた学校は、当該の災害リスク（洪水害や土砂災害
等）を想定した避難確保計画に基づく訓練や防災教育の実施が義務付けられています。

⑩
避難訓練の県の数値目標（各学校で様々な状況設定で年間３回以上実施）に該当する訓練が、◎表示等で明記されて
いる

① 毎学期１回以上の施設・設備の安全点検の実施が記載されている

② 【小学校・中学校】　通学路の確認及び安全点検が記載されている

①
学校安全に関する教職員の研修の機会が記載されている
（「安全教育全体計画」「学校安全計画」「危機管理マニュアル」の共有・見直し、ＡＥＤを含む心肺蘇生法の実技研修、熱
中症予防に関する研修、不審者対応研修（訓練）、災害時対応に関する研修等）

②
地域やＰＴＡ、関係機関、近隣校等と連携した、学校安全に関する活動が記載されている
（地域の防災避難訓練、近隣校（園）との合同訓練・合同研修、ＰＴＡと連携した安全に関する取組、交通安全運動、街頭
指導、見守り活動、通学路の合同点検等）

①
「安全教育全体計画」「学校安全計画」を年度当初に教職員で共有し、安全教育の成果を測る指標を用いて取組を検証
し、必要に応じて計画の改善を図るＰＤＣＡサイクルを構築している

②
「安全教育全体計画」「学校安全計画」を、安全教育の取組として保護者に周知している
　（ＰＴＡ総会や地域学校協働活動等の会議における説明、ＨＰ等で周知）

③
「学校安全計画」を学校医等に周知し、助言をいただく機会を設定している
　※「学校保健安全法施行規則第22条」において、学校医が学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与することを
　規定

　　　　安全教育全体計画　・　学校安全計画　　チェックリスト

チェック日時（　　　　年　 月　 日）  　　　学校名（　　　　　　　　　　　　　　　）
項　　　　　　　　　　目

　安全教育全体計画

　学校安全計画

１　計画全体について

２　安全教育について

３　安全管理について

４　学校安全に関する組織活動について（家庭や地域、関係機関等と連携した活動、教職員研修等）

　学校安全の推進体制について　※この欄は、記載の有無ではなく、体制が整っているかどうかを振り返ること。
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チェック 今後の修正内容
自校マ

ニュアル
※様式例

★ 教職員が自らの安全を確保するために必要な対策・行動等を記載している p○ 冒頭

① 最大震度・揺れの時間等を記載している p○ p1

② 標高、海岸からの距離を記載している（津波浸水域に入る学校のみ） p1

③ 想定された最大津波浸水深・３０㎝の津波が到達する時間（津波浸水域に入る学校のみ） p1

④ 土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域を確認、記載している p3

⑤ 学校内で地震発生時に危険が予測される箇所を明示している（落下物、倒壊物など） p3

① 災害発生時の指揮命令者（氏名を含む）を少なくとも５番目まで記載している p4

② 災害発生時の組織体制（担当氏名）を記載している p4

③ 勤務時間外の災害発生時における参集体制（氏名を含む）を記載している p5

④
全ての教職員の参集方法を記載している
（参集手段・所要時間、学校に参集できない場合の参集場所） p5

⑤ 災害発生後１時間以内に参集可能な教職員（氏名を含む）が確認できる p5

①
複数の避難場所を記載している（近隣の避難場所の把握を含む：地図掲載）
（校舎見取図や､近隣の避難場所までの学校からの距離・時間を明示(例：徒歩10分等)）

p1
p2～3

②
避難経路を記載している（可能なかぎり、複数の避難経路を図示）
（避難経路上の危険が予測される箇所があれば記載） p2～3

① 安全確保及び避難行動の具体的な指示を記載している p9

② 避難場所を具体的に記載している p9

③ 特別教室等の留意事項を記載している p10

④ 休み時間、清掃活動中等の対応を記載している p10

⑤ 一人で避難できない児童生徒（要支援者・負傷者等）への対応を記載している p9～10

① 当該地域の避難場所等を、教職員が事前に調べておくことを記載している p11

② 情報収集の方法を記載している p11

③ 一人で避難できない児童生徒（要支援者・負傷者等）への対応を記載している p11

①
通学路上の地域の避難場所を、児童生徒に調べさせておくことを記載している
　（児童生徒の安否確認を行う避難場所等の情報を把握（記載）している） p12

② 学校内外における児童生徒の安否確認について記載している p12

③ 児童生徒の安否確認を行う避難場所等の情報を把握（記載）している p12

① スクールバス運行ルートとルート上の避難場所を明記している p14～15

② スクールバス乗務員の役割を明記している（事前共有は必須） p14～15

③ 家庭・学校への連絡方法を決めている p14～15

①
自宅からの避難場所を、児童生徒に調べさせておくことを記載している
　（児童生徒の安否確認を行う避難場所等の情報を把握（記載）している） p13

② 児童生徒の安否情報を、家庭に連絡する体制を記載している p13

① 関係機関との連絡方法を具体的に記載している p6～7

② 保護者との連絡方法を具体的に記載している p8

③ 保護者への引き渡しの判断基準を具体的に決めて記載している p16～18

引き渡しの手順を具体的に記載している p16～18

引き渡しカード（引き渡し名簿）等を作成し、適切に保管している p16～18

① 避難所対応について記載している（県立学校は避難所対応マニュアル） p24

② 学校再開に向けた対応について記載している（学校再開計画を策定している） p25

危機管理マニュアル（震災対応：学校防災マニュアル） チェックリスト

チェック日時（　　　　年　 月　 日）  学校名（　　　　　　　　　　　　　　　）
項　　　　　　　　　　目

１　学校の立地条件・南海トラフ地震による災害想定等について

２　組織体制について

３　地震発生時の避難場所・避難経路について

４　地震発生時の対応について　＊以下の対応等を具体的に記載している

【児童生徒が在校中の対応】

【児童生徒が校外活動時の対応】

【児童生徒が登下校中の対応】

【児童生徒がスクールバス乗車時の対応】（スクールバスの運用がある学校のみ）

【児童生徒が在宅中の対応】

５　地震発生直後の対応について

６　地震発生後の対応について

※マニュアルには、学校や地域の実情に応じて作成し、訓練等を通して随時改善し、実効性のあるものにしておく必要があります。

【参考：高知県学校防災マニュアル作成の手引き（震災編）】

学校防災マニュアル様式例（県立学校用）

※県教委 学校安全対策課 ＨＰ に掲載
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「高知県安全教育プログラム」は、下記のホームページにも掲載しています。

安全教育の実践例も掲載しています。

高知県教育委員会事務局 学校安全対策課ホームページ

この他、高知県が作成した各種指導資料や

事業実践報告等も掲載しています。

・高知県安全教育プログラム

・防災教育副読本 命を守る防災

・高校生のための防災ハンドブック

・防災学習教材

「南海トラフ地震に備えちょき」

・高知県学校防災マニュアル作成の手引き 等

学校安全のために、文部科学省や都道府県等で

実施している取組や、これまでに作成した資料等

を掲載しています。

「教職員のための学校安全 ラーニング」

学校安全に関して教職員が習得しておくべき事

項を、各キャリアステージに応じて学ぶことがで

きます。学校安全の教職員研修に最適な教材で

す。（学習時間各 分程度）

文部科学省×学校安全 ポータルサイト

安全教育に関する実践例・指導資料等の掲載について

学校安全対策課 は
こちら

【参考文献】

○「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育 文部科学省 平成 年 ３月

○小学校学習指導要領 文部科学省 平成 年 ３月

○小学校学習指導要領 解説 文部科学省 平成 年 ７月

○中学校学習指導要領 文部科学省 平成 年 ３月

○中学校学習指導要領 解説 文部科学省 平成 年 ７月

○高等学校学習指導要領 文部科学省 平成 年 ３月

○高等学校学習指導要領 解説 文部科学省 平成 年 ７月

○特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 文部科学省 平成 年 ４月

○特別支援学校高等部学習指導要領 文部科学省 平成 年 ２月

○特別支援学校学習指導要領 解説 小学部・中学部 文部科学省 平成 年 ３月

○安全教育プログラム 東京都教育委員会 令和２年 ３月

本資料は、今後の安全教育の充実に資するため、「高知県安全教育プログラム」の基本的指導事

項を基に、育成を目指す安全に関する資質・能力を発達段階毎に整理するとともに、教科等横断的

な視点で安全教育を実践する具体的な事例等を記載しました。

作成にあたっては、大学や各種団体、国、県の関係各部署にご協力をいただき、ご意見を踏まえ

て作成しました。
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